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第１章 地域分析について 
1 地域分析の意義 
保育を取り巻く環境は近年、大きく変化をしてきており、従来、保育政策における重要な

課題のひとつであった保育所等の待機児童については、「新子育て安心プラン」（令和３年
度～令和６年度末）などによる保育の受け皿整備等が進んだことにより、待機児童数はピー
クであった平成 29年の 10分の１以下へと大幅に減少しています。 
※保育所等の待機児童数（いずれも４月１日現在） 

  平成 29年；26,081人→ 令和７年；2,254人 
 
その一方、過疎地域などの待機児童が少ない地域では定員充足率（利用定員数に対する利

用児童数の割合）が低下している状況となっており、定員充足率が下がることで、安定的な
運営が困難になる施設や、統廃合等が必要となる施設が生じる可能性が生じています。 
※保育所等の定員充足率（いずれも４月１日現在） 

  令和３年；90.9％ → 令和７年；88.4％ 
 
人口減少に加え保育人材の確保困難、保育ニーズやライフスタイルの多様化など、複合的
な要因による地域課題が顕在化する中、地域における保育の提供体制の確保や保育機能の維
持のためには、各地域の特性やニーズに応じた柔軟な対応が今まで以上に重要であり、特に
過疎地域などの人口減少地域においては、質の高い保育の提供を前提に保育機能の確保・強
化を進めていくため、市区町村が中心となり地域の保育所等と連携し、保育所等の多機能化、
法人間の連携等を進めることが必要となっています。 

 
こうした状況を踏まえ、保育の提供体制や保育機能の維持・継続に向け、まずは各自治体

が足下のみならず、中・長期的な地域の保育ニーズを分析するとともに、地域の課題を整理
し、その対応方針や対応方策を示す「将来を見据えた保育提供体制の計画を整備」すること
が不可欠となってきています。 

 
本手引書で紹介する「地域分析ツール」は、自治体ごとの人口動態や地域特性及び保育ニ

ーズや供給体制を可視化し、保育提供体制にかかる現状・将来的な見込みの把握を行い、そ
れらを踏まえて課題把握・分析を進めていくための参考となるよう、データ活用について紹
介しています。 

 
各自治体においては、短期・中長期的な保育提供体制や保育機能の維持・継続に向けての

施策の検討に本手引書を積極的にご活用いただけますと幸いです。 
 
※なお、既に同種の分析に取り組まれている自治体においては重複する分析をお願いする
ものではありませんが、現行の地域分析手法との比較等を通じ、より多角的な分析等を
行うための参考にしていただけますと幸いです。 
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2 都道府県と市区町村の役割分担及び連携の重要性について 
 
  前述のとおり、地域の保育提供体制の検討や保育機能の維持・継続に向けての施策の
検討については、一義的には市区町村が行うものですが、地域によっては、 

  ・市区町村にノウハウの蓄積がないなどにより取組が進まない場合には、必要に応じ
て都道府県がバックアップやサポートを行う 

  ・各市区町村におけるこどもや子育て家庭が少なく、まとまった保育ニーズが見込ま
れない場合には、都道府県がサービス利用を広域的に調整・提供する 

  ・特に保育人材の確保については、保育士・保育所支援センターが中心となり、関係
機関と連携しながら潜在保育士の把握や、新規資格取得者も含めた就職支援を行う な
ど、都道府県と市区町村が連携をしながら地域の保育ニーズの動向の把握やサービス提
供を円滑に行うことが重要です。 

 
  こうした観点から、都道府県においても管内の市区町村の状況をしっかりと把握する
ことが必要であり、都道府県自らも地域分析を行うことが求められます。 

 
  本「地域分析ツール」は市区町村において中学校区単位で分析をすることを想定した
ものですが、都道府県が広域的に地域分析をされる場合には、本「地域分析ツール」に
おける分析の視点等を参考にしていただきつつ、例えば中学校区を市区町村に置き換え
るなどにより、都道府県全体の地域分析を行っていただければ幸いです。 

 
 

  



4 
 

第２章 手引きの意義と活用方法 
 
本「地域分析ツール」は、自治体が子ども・子育て支援事業計画を策定する際に、活用い

ただくことを想定しています。 
具体的には以下図表に示すとおり、今後の子ども・子育て支援事業計画策定の際に、前期
計画の評価（保育提供量の実績、計画の進捗等）を行ったうえで、保育提供体制の現状把
握・将来の見込みを踏まえて課題把握・整理を行い、それらを踏まえて短・中長期的な保育
提供体制の施策の方向性や事業の検討を行うプロセスを組み込み、計画を策定することを想
定しています。 
地域分析を実施することで、その後の保育提供体制に係る保育ニーズ及び保育サービス提
供量の分析や施策の検討がしやすくなるなどメリットが大きいですが、一方では、地域分析
の必要性を感じつつも、地域分析をどのように行えばよいか分からない、分析に多くの時間
が割かれるため実施が困難、とのご意見も聞かれます。そのため、本「地域分析ツール」で
は、地域分析の手法や分析に必要な視点等を整理し、お示しをしました。本「地域分析ツー
ル」をご活用いただくことで、自治体における地域分析業務の負担軽減等にも繫がることを
期待しています。 
なお、「地域分析ツール」で提供する地域分析ワークシートや課題把握・分析シートは、

実績値の入力や見込み値を算出することを主目的としているのではなく、今後の保育提供体
制の維持・継続を短・中長期的な視点でどのような施策や事業が求められるかについて検討
をするために活用いただくシートとなっています。 
 
図表 1 子ども・子育て支援事業計画策定における地域分析活用のイメージ 

※地域分析の活用により自治体における地域分析業務の負担軽減等にも繫がる可能性がございます 
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地域分析では、以下の考え方で分析を進めていきます。 
 

1 保育提供区域の考え方 
子ども・子育て支援事業計画における教育・保育提供区域は、「地理的条件、人口、交通
事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総
合的に勘案して定める区域」としています。 
そのため、各自治体における子ども・子育て支援事業計画では、保育提供区域を市区町村

全域としている自治体、行政区や中学校区としている自治体など様々ですが、本「地域分析
ツール」では、保育提供区域を中学校区で分析していくことを想定しています。 
本「地域分析ツール」において中学校区を推奨する理由として、中学校区は、地域の保育

ニーズ、保育施設の配置及び地域の様々な住民ニーズや課題等を把握する基礎的な地域単位
として用いられていると考えています。そのため、保育提供体制の実態の把握と課題の整理
に適していると考えました。 
なお、各自治体においては、上記考え方を念頭に地域の実情に応じた分析に必要な保育提

供区域を設定し、分析を進めていただきたいと考えています。 
 
2 「地域分析ワークシート」と「課題把握・分析シート」の位置づけ 
 「地域分析ツール」は、「地域分析ワークシート」、「課題把握・分析シート」及び本
「地域分析の手引書」で構成されています。 
「地域分析ワークシート」は、「課題把握・分析シート」を活用し、地域における課題を
把握・整理し、短・中長期的な保育提供体制における施策の方向性や事業を検討するために、
定量的に現状と見込み値を把握するために必要なデータを入力していただくものです。 
 分析を進めるに当たっては、現状と将来（短・中長期的）とのギャップから課題を具体的
かつ定量的に把握することが大切です。 
保育提供体制の施策の方向性や事業を検討するには多様な視点から分析をする必要があり
ますが、本「地域分析ツール」では、地域課題の主な要素となる４つの視点（地域の状況、
待機児童の状況、保育ニーズと保育サービスの提供量の状況、保育人材の状況）に絞り検討
を進めていただく形にしています。（以下図表参照） 
 
3 「地域分析ワークシート」の活用 
「地域分析ワークシート」では、「過去５年分の 0 歳～5 歳の各歳のこどもの数の実績値」
と「将来 10 年分の 0 歳～5 歳の各歳のこどもの数の将来推計値」を入力いただきます。ま
た、「保育ニーズと保育サービス提供量」の実績値を入力することで、将来 10 年先の見込
み値が算出されます。例えば、「利用者数見込」については、直近年の利用者数とこどもの
数から各歳別の利用割合（施設種別の利用者数合計／こどもの数）を算出し、「こどもの数
の将来推計値」に利用割合を乗じることで算出します。 
また、「地域特性に関する情報の実績値」を入力することで、地域分類（自治体を就学前

人口数、自治体規模等から 5つに分類）の確認ができるようになっています。 
なお、「地域分析ワークシート」によって将来の見込み値が算出されるため、従来の計画
策定の流れに含まれていた「ワークシート・手引きを活用した提供量推計の実施」に係る作
業が効率的に実施できるよう設計されています。 
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4 「課題把握・分析シート」の活用 
「課題把握・分析シート」は、「地域分析ワークシート」の定量情報と各自治体が保有す
る定量及び定性情報を組み合わせて、「現状」と「将来」のギャップからからみえてくる課
題を記入していきます。 
地域の状況、待機児童の状況、保育ニーズと保育サービスの提供量の状況及び保育人材の
状況の大きく 4 つの視点から自治体の抱える課題の整理と現在の保育提供体制・保育機能の
把握・分析を進めます。そして保育提供体制・保育機能の維持・継続に向けて短・中長期的
な施策の方向性を検討します。 

 
図表 2 地域分析の流れ 
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第３章 地域分析ツール 
1 地域分析ツールの特徴 
(1) 分析の視点 
「地域分析ツール」では、保育ニーズ（保育利用こどもの数等）と保育サービス提供量

（保育施設数等）を中心としつつ、保育サービス提供量における重要なひとつの要素となる
保育人材についても考えることにしており、大きく 4 つの視点で課題整理・分析することを
想定しています。 
４つの視点は以下のとおりです。 
 

◼ 地域の状況 
就学前こどもの数や女性就業率、家族類型別世帯数・世帯状況、その他の地域特性（大規

模開発に伴う転入、保育施設等の地理的分布状況等）などから保育ニーズにおける地域の特
徴を分析します。地域の保育ニーズ及び保育サービス提供量に影響を与える要因などの背景
を把握するものです。 

 
◼ 待機児童の状況 
待機児童数を軸に分析をします。国の施策の推進や自治体の取り組みにより、待機児童が
発生している自治体数は減少していますが、一部の自治体では課題となっています。また、
既に待機児童数がゼロである自治体においても、将来的に保育ニーズの増大や人材確保の状
況等により待機児童の発生が起こり得るため、分析軸として設定しています。 
なお、短・中長期的に待機児童が発生しない自治体においては、本分析視点は省略となり

ます。 
 

◼ 保育ニーズと保育サービス提供量の状況 
本「地域分析ツール」における主要な分析となります。保育ニーズ（保育利用こどもの数
に対する保育サービス提供量（保育施設数等））を定員充足率や公立・私立施設の割合に加
え、自治体の保有するデータ（施設の経営状況等）を組み合わせて分析します。 

 
◼ 保育人材の状況 
保育人材の人数は、保育施設における受入可能数に影響を与える重要な要素となります。

自治体における保育士数や子育て支援員数等を把握することで、地域全体の保育サービス提
供量の供給状況を分析します。 

 
これら４つの視点で課題整理・分析を進めるために、事前準備として「地域分析ワークシ

ート」にて実績値を入力し、見込み値の算出等を実施します。 
 保育ニーズの分析期間としては、目先の短期的（3 年後）な視点から中期（５年後）、長
期（10 年後）の視点を持ち保育提供体制の維持に向けて現状及び将来起こりうる課題を整
理し、今後の保育施策の方向性や事業の検討を進めます。施設の改修や統廃合などといった
対策の検討は、具体的な着手までの準備期間も含めると長期間にわたるケースもあるため、
10年を目安に今後の保育提供体制の施策の方針を検討することにしています。 
 また、子ども子育て支援事業計画の策定が５年ごとのため、短・中長期的な目線で計画を
作成し、次の５年間（10 年後）を見据えて保育提供体制を考えていただきたいと考えてい
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ます。 
本「地域分析ツール」においては、保育提供区域の単位は基本的に中学校区で実施するこ
とを想定しています。子ども・子育て支援事業計画策定において市区町村が設定している保
育提供区域よりも細かい単位での分析となる場合もありますが、第２章の１「保育提供区域
の考え方」のとおり、地域課題等を把握する基礎的な地域単位として用いられていることが
多いこと等を踏まえ、中学校区を推奨いたします。 
なお、地域分析ワークシートには、中学校区以外の保育提供区域を設定した場合でも活用

可能となっています。 
「地域分析ワークシート」へのデータ入力により算出された「将来的な保育ニーズの見込

み値」を踏まえ、上記の４つの分析視点を基に将来的な保育ニーズを分析したうえで、後述
の(2) 地域分類に応じた対応方針の検討を進めます。 

 
(2) 地域分類に応じた対応方針の検討 
本「地域分析ツール」では、「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方に関すると
りまとめ」を参考に、市区町村を 5 つの分類に分け、当該地域分類に応じた対応方針の検討
を行うことを想定しています。 
※「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ」における地域分類 
① 中山間・人口減少地域のうち、②以外の地域 
② 中山間・人口減少地域のうち、離島など子どもが既に少ない地域 
③ 大都市又は一般市等のうち、④及び⑤以外の地域 
④ 大都市又は一般市等のうち、就学前人口減少が今後加速度的に進む地域 
⑤ 大都市又は一般市等のうち、全体としては緩やかに減少するが、局地的に待機児童
が発生する地域 

 
 ただし、当該とりまとめにおいては、地域分類の基準は示されていないことから、本「地
域分析ツール」における地域分類としては、全国の自治体における就学前人口の分布等を考
慮し、市区町村の人口規模に応じた人口基準と、就学前人口や減少率に着目して分類を行う
こととしています。 
まず、自治体の人口基準については、３つの区分で分けています。「過疎地域」に該当す

る市区町村を「中山間・人口減少地域」として設定し、政令市、中核市、特別区及び県庁所
在地に該当する市区町村を「大都市部」、いずれにも該当しないものを「一般市等」として
います。 
 また、こどもの数や減少率については、「①離島など子どもが既に少ない地域」は、就学
前人口が 100 人以下を基準としています。また、「②就学前人口減少が今後加速度的に進ん
でいく地域」は、5 年間（計画期間）での就学前人口減少率 20％以上を基準とし、「③全体
としては緩やかに就学前人口が減少していくが、局地的に待機児童が発生している地域」は、
就学前人口減少率 10％未満及び待機児童ありを基準としています。 
 自治体の人口動態と特性に応じて、保育提供体制のニーズや課題及び必要な対応策が異な
るため、地域分類を踏まえることで実情に応じた保育資源の最適配置や将来的な課題への対
策の検討ができると考えています。 
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 本手引書の Appendix では地域分類に応じた先行自治体の取り組み事例を紹介しているた
め、参考にしながら類似の地域を確認いただくことで、より効果的な取り組み検討が可能と
なります。 
 
図表 3 地域分類の考え方 

 
 
  

* ：過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法で指定する市町村・地域 過疎地
域市町村等一覧(令和4年4月1日現在)にて、「一部過疎」、「みなし過疎」含む（中核
市、県庁所在地のうち、9市が「一部過疎」に該当するため、876市町村となっている）

中山間・
人口減少
地域

一般市等

大都市部

過疎地域*

どちらにも
該当しない
市町村

政令市、
中核市、
特別区、
県庁所在地

①離島など子どもが既に少ない
地域

②就学前人口減少が
今後加速度的に進んでいく地域

③全体としては緩やかに就学前人
口が減少していくが、局地的に
待機児童が発生している地域

就学前人口
（０～５歳）

100人以下

就学前人口
減少率20％

以上

就学前人口減少率10％未満
及び

待機児童あり

人口基準 こどもの数、減少率等

①以外の地域

②、③以外の地域
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【参考】「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ」において、

各地域分類においてどのような対策が求められているか 
 

中山間・人口減少地域においては、人口・需要の縮小に対応し、限られた資源で必要な福
祉（保育を含む）機能を維持するため、既存施設の流用・複合化を積極的に進めるべきとさ
れています。また、地域に不可欠な機能を維持するため、統廃合や複数施設の統合も含めた
横断的な再編を検討する必要があるとされています。 
 特に、①離島など子どもが既に少ない地域においては、市区町村間の広域連携や共同運営
を通じて人材・運営資源をプールし、安定供給を図ることも検討する必要があります。過疎
化で需要が恒常的に小さい場合は、既存施設の転用や再編も含め、持続可能な規模へ見直す
ことが必要です。また、送迎支援や通園支援の工夫で地理的制約を補完することも重要にな
ります。 
 
 一般市等においては、需要が増加から減少へと転じる見込みを踏まえ、過不足のない供給
量を維持するため、既存資源の有効活用と段階的な再配置（機能転換・複合化）を進める必
要があります。地域内の一部に人口減少・過疎エリアを抱える場合もあるため、将来的な中
山間化を見据えて、保育・介護・障害の機能を需要の変動に応じて柔軟に組み替えられる施
設配置と運営体制を準備することが重要です。 

 
大都市部においては、需要増や地価・用地制約への対応が課題で、効率的なサービス基盤

整備と多機能化が求められます。 
  

特に②就学前人口減少が今後加速度的に進む地域においては、需要のピークアウトを見越
した再編工程表を作成し、過剰整備を回避することが重要です。 
 ③全体としては緩やかに減少するが、局地的に待機児童が発生する地域においては、需給
の偏在を是正するため、エリアごとの需要を可視化し、ポイント的な定員拡大や小規模保育
の設置など“機動的な増設”を行うことが重要です。 
 
出所：厚生労働省「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ」 

より作成 
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(3) 分析に活用するデータ項目・指標の考え方 
➢ データ項目の入力について 
地域分析ワークシートに入力するデータ項目は大きく分けて、需要の情報（こどもの数や

利用者数など）、供給の情報（施設の利用定員数、保育士数など）、地域の状況（女性就業
率など）の項目になります。 
需要のデータで主要な入力項目は、「こどもの数」、「こどもの数の将来推計値」、「保

育の申込数」、「待機児童数」、「施設種別の利用者数」になります。いずれの項目も各歳
別（0～5 歳別）に入力します。 
「将来の利用者数見込」などは、「こどもの数の将来推計値」に、直近の利用割合（施設

種別の利用者合計数/こどもの数）を乗じることで算出する想定となります。そのため、将
来のこどもの数が増減することによる、保育の申込数見込や利用者数見込の増減は「こども
の数の将来推計値」の項目において入力いただきます。一方で、検討を進める中で「利用割
合」を変更して「将来の利用者数見込」を算出する必要がある場合は、計算方法を参照の上、
ワークシート外で計算した結果を入力することで、数値を反映することも可能です。（詳細
は、第 4 章（２）入力方法で確認ください。） 

 
図表 4 需要の情報 入力データ一覧 

 

分類 項目名 区分 種類
地域特性 こども（0～5歳）の数 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
地域特性 こども（0～5歳）の数の将来推計値 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別

実績値（需要） 保育の申込者数（3号認定（0～2歳）） 分析単位別（中学校区別）
年齢各歳別
（0～2歳のみ）

実績値（需要） 保育の申込者数（2号認定（3～5歳）） 分析単位別（中学校区別）
年齢各歳別
（3～5歳のみ）

実績値（需要） 保育の申込者数（1号認定（3～5歳）） 分析単位別（中学校区別）
年齢各歳別
（3～5歳のみ）

実績値（需要） 待機児童数（0～5歳） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
実績値（需要） 施設種別利用者数（保育所） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別

実績値（需要）
施設種別利用者数
（認定こども園(２号認定（3～5歳）・３号認定（0～2歳）)）

分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別

実績値（需要）
施設種別利用者数
（認定こども園(１号認定（3～5歳）)）

分析単位別（中学校区別）
年齢各歳別
（3～5歳のみ）

実績値（需要） 施設種別利用者数（小規模保育） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
実績値（需要） 施設種別利用者数（家庭的保育） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
実績値（需要） 施設種別利用者数（事業所内保育） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
実績値（需要） 施設種別利用者数（居宅訪問型保育） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別

実績値（需要） 施設種別利用者数（幼稚園） 分析単位別（中学校区別）
年齢各歳別
（3～5歳のみ）

実績値（需要） 施設種別利用者数（特例保育） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別

実績値（需要）
施設種別利用者数
（認可化移行運営費支援を受けている認可外保育施設）

分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別

実績値（需要）
施設種別利用者数
（幼稚園における長時間預かり保育事業）

分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別

実績値（需要）
施設種別利用者数
（幼稚園における一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ））

分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別

実績値（需要） 施設種別利用者数（企業主導型保育事業） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
実績値（需要） 施設種別利用者数（地方単独保育施策） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
実績値（需要） 施設種別利用者数（その他の保育の受け皿） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別

実績値（需要）
（内数）利用者数のうち、広域利用で他市町村の施設を利用し
ている数

分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
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【参考】広域利用者の取り扱い 
 
 市区町村を跨いでの広域利用者が多数いる場合、定員充足率が 100%を越えてしまう可
能性や待機児童数の見込が本来は発生しない想定のところ算出ロジックにより計上され
てしまうことが見込まれます。 
 その状況を回避するために、任意の入力項目として、「（内数）利用者数のうち、広
域利用で他市区町村の施設を利用している数」を入力いただくことで、利用者総数（利
用者総数見込）から除外して、定員充足率や待機児童数を算出することを可能としてい
ます。 
 現在は広域利用をしているが、将来的には自地域内で完結することを目指している場
合は、広域利用者の内数を入力しないことで、利用者総数見込から広域利用者を除外せ
ず、自地域の保育施設の利用定員数見込で対応できるか（待機児童が発生しないか、や
定員充足率が一定の割合を越えないかなど）を確認することができます。 
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供給のデータで主要な入力項目は、「施設数」、「施設種別の利用定員数」、「施設種別
の保育士数」などになります。 

利用定員数については、各歳別（0～5 歳別）に入力します。利用定員数の見込について
は、入力時点で将来の利用定員数の見直しや、施設の統廃合、新設などが計画されている場
合（予測値を試算している場合など）に入力いただく項目になります。利用定員数の見込な
どの供給のデータについて、見込値の入力がない場合は、直近の数値が反映される設計とな
っています。 

 
図表 5 供給の情報 入力データ一覧① 

分類 項目名 区分 種類
実績値（供給） 施設数 分析単位別（中学校区別） 施設種別別
見込値（供給） 施設数見込 分析単位別（中学校区別） 施設種別別
実績値（供給） 施設種別利用定員数（保育所） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
見込値（供給） 施設種別利用定員数見込（保育所） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
実績値（供給） 施設種別利用定員数（認定こども園(２号・３号認定)） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
見込値（供給） 施設種別利用定員数見込（認定こども園(２号・３号認定)） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別

実績値（供給） 施設種別利用定員数（認定こども園(１号認定)） 分析単位別（中学校区別）
年齢各歳別
（3～5歳のみ）

見込値（供給） 施設種別利用定員数見込（認定こども園(１号認定)） 分析単位別（中学校区別）
年齢各歳別
（3～5歳のみ）

実績値（供給） 施設種別利用定員数（小規模保育） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
見込値（供給） 施設種別利用定員数見込（小規模保育） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
実績値（供給） 施設種別利用定員数（家庭的保育） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
見込値（供給） 施設種別利用定員数見込（家庭的保育） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
実績値（供給） 施設種別利用定員数（事業所内保育） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
見込値（供給） 施設種別利用定員数見込（事業所内保育） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
実績値（供給） 施設種別利用定員数（居宅訪問型保育） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
見込値（供給） 施設種別利用定員数見込（居宅訪問型保育） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別

実績値（供給） 施設種別利用定員数（幼稚園） 分析単位別（中学校区別）
年齢各歳別
（3～5歳のみ）

見込値（供給） 施設種別利用定員数見込（幼稚園） 分析単位別（中学校区別）
年齢各歳別
（3～5歳のみ）

実績値（供給） 施設種別利用定員数（特例保育） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
見込値（供給） 施設種別利用定員数見込（特例保育） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別

実績値（供給）
施設種別利用定員数
（認可化移行運営費支援を受けている認可外保育施設）

分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別

見込値（供給）
施設種別利用定員数見込
（認可化移行運営費支援を受けている認可外保育施設）

分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別

実績値（供給）
施設種別利用定員数
（幼稚園における長時間預かり保育事業）

分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別

見込値（供給）
施設種別利用定員数見込
（幼稚園における長時間預かり保育事業）

分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別

実績値（供給）
施設種別利用定員数
（幼稚園における一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ））

分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別

見込値（供給）
施設種別利用定員数見込
（幼稚園における一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ））

分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別

実績値（供給） 施設種別利用定員数（企業主導型保育事業） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
見込値（供給） 施設種別利用定員数見込（企業主導型保育事業） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
実績値（供給） 施設種別利用定員数（地方単独保育施策） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
見込値（供給） 施設種別利用定員数見込（地方単独保育施策） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
実績値（供給） 施設種別利用定員数（その他の保育の受け皿） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
見込値（供給） 施設種別利用定員数見込（その他の保育の受け皿） 分析単位別（中学校区別） 年齢各歳別
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図表 6 供給の情報 入力データ一覧➁ 

 
 

  

分類 項目名 区分 種類
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見込値（供給） 施設種別保育士数見込（保育所） 分析単位別（中学校区別） ー
実績値（供給） 施設種別保育士数（認定こども園） 分析単位別（中学校区別） ー
見込値（供給） 施設種別保育士数見込（認定こども園） 分析単位別（中学校区別） ー
実績値（供給） 施設種別保育士数（小規模保育） 分析単位別（中学校区別） ー
見込値（供給） 施設種別保育士数見込（小規模保育） 分析単位別（中学校区別） ー
実績値（供給） 施設種別保育士数（家庭的保育） 分析単位別（中学校区別） ー
見込値（供給） 施設種別保育士数見込（家庭的保育） 分析単位別（中学校区別） ー
実績値（供給） 施設種別保育士数（事業所内保育） 分析単位別（中学校区別） ー
見込値（供給） 施設種別保育士数見込（事業所内保育） 分析単位別（中学校区別） ー
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実績値（供給） 施設種別保育士数（幼稚園） 分析単位別（中学校区別） ー
見込値（供給） 施設種別保育士数見込（幼稚園） 分析単位別（中学校区別） ー
実績値（供給） 施設種別子育て支援員数（保育所） 分析単位別（中学校区別） ー
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見込値（供給） 施設種別子育て支援員数見込（小規模保育） 分析単位別（中学校区別） ー
実績値（供給） 施設種別子育て支援員数（家庭的保育） 分析単位別（中学校区別） ー
見込値（供給） 施設種別子育て支援員数見込（家庭的保育） 分析単位別（中学校区別） ー
実績値（供給） 施設種別子育て支援員数（事業所内保育） 分析単位別（中学校区別） ー
見込値（供給） 施設種別子育て支援員数見込（事業所内保育） 分析単位別（中学校区別） ー
実績値（供給） 施設種別子育て支援員数（居宅訪問型保育） 分析単位別（中学校区別） ー
見込値（供給） 施設種別子育て支援員数見込（居宅訪問型保育） 分析単位別（中学校区別） ー
実績値（供給） 施設種別子育て支援員数（幼稚園） 分析単位別（中学校区別） ー
見込値（供給） 施設種別子育て支援員数見込（幼稚園） 分析単位別（中学校区別） ー
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地域の状況については、地域分類を実施するために必要な情報の入力や、国勢調査の
統計データより、「女性の就業率」や「世帯の状況」などを入力します。統計データに
ついては、e-stat（政府統計の総合窓口）から、関連する帳票をダウンロードし、統計デ
ータの該当部分をそのままワークシートの該当箇所に貼り付けることで、反映が可能と
なる仕様としています。 

 
図表 7 地域の状況 入力データ一覧 

 
【参考】女性の就業率について 
 全国の女性の就業率（25～44 歳）は、近年上昇傾向であり令和６年は 81.9％となって
います。同様に、令和７年４月１日時点の保育所等利用率については、全年齢平均で
55.7％と上昇を続けています。 
 
図表 8 女性の就業率と保育所等利用率の関係 

出所：こども家庭庁 HP（「保育所等関連状況取りまとめ（令和７年４月１日）」） 

分類 項目名 区分 種類
地域の状況 人口 分析単位別（中学校区別） -
地域の状況 面積 分析単位別（中学校区別） -
地域の状況 人口密度 分析単位別（中学校区別） -

地域の状況
世帯類型
（専業主婦世帯、共働き世帯（パートタイム）、
　共働き世帯（フルタイム））

市全域又は分析単位別 -

地域の状況

世帯の状況（25～44歳）
（①男女別の単独世帯率、②夫婦と子の世帯率、
　③男親と子の世帯率、④女親と子の世帯率、
　⑤三世代の世帯率）

市全域 -

地域の状況 女性の就業率（２５～４４歳）（全体と有配偶者） 市全域 -
地域分類 人口分類(政令市、中核市、特別区、県庁所在地該当有無) 市全域 -
地域分類 子どもの数・減少率での分類(過疎地域該当有無) 市全域 -
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➢ 定員充足率について 

本「地域分析ツール」で着目するひとつの指標として、「定員充足率（保育等の利用
者児童数見込の総計／利用定員の総計）」があります。（地域分析ワークシートにデー
タを入力することで自動算出されます） 
定員充足率の母数となる利用定員については、質の高い教育・保育が提供されるよう
設定される必要があるものであり、このため保育所等の運営に係る経費を支援する公定
定価格についても、利用定員の区分ごとにこども一人当たりの単価を定め、実際の利用
こども数に応じて算定することとで、適切な運営の支援を行う仕組みとなっています。 
こうしたことに鑑みれば、各保育所等においては、利用定員に合わせた教育・保育の

実施を行うことが基本であり、利用定員と実際の利用こども数に乖離が生じることは適
切ではありません。各施設における利用こども数の実績や今後の見込みなどを踏まえ、
利用定員の適切な設定及び見直しを行うことが重要です。 

 
 こども家庭庁で公表している「保育提供体制に関するダッシュボード」から、2024 年
度の市区町村別の市区町村全体の定員充足率を算出しました。下位 25%の水準である第
１四分位が 72.6％となり、中央値が 84.2％、上位 25％の水準である第３四分位が 92.6％
となっていました。明確な基準ではないものの、特にこどもの数が減少傾向にある地域
においては、空き定員を活用したこども誰でも通園制度の実施などに取り組む予定がな
い場合については、目安として定員充足率が 70～80％を下回る場合は、定員の見直し等
の対応が必要な地域であることが想定されます。今後のこども数等の動向を踏まえた検
討に、早急に着手することが求められます。 
 ※本指標については市区町村全体での定員充足率であり、施設別の定員充足率を示し
ているものではないことにご留意ください。 
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図表 9 市区町村別_定員充足率_ヒストグラム 

 出所：こども家庭庁HP（保育提供体制に関するダッシュボード） 
 
なお、本「地域分析ツール」では、定員充足率を中長期的な保育提供体制の検討を行
う際のひとつの指標としていますが、上述のとおり定員充足率は、利用定員の総計が分
母になります。利用定員の総数は、見直し・調整可能な数値です。例として利用定員の
総数が減少した場合は、定員充足率の数値が改善します。よって、各施設の利用定員の
見直しを必要に応じて実施をしている場合は、高い水準で維持されることになります。
定員の見直し以外の、例えば統廃合等の検討に当たり各年の推移を確認する場合は、定
員充足率の数値と併せ、利用定員の総数の実数も確認して分析をする必要があります。 
また、各施設の利用定員の見直しの頻度の増加や見直しの施設数が増加することも地
域の保育ニーズが減少していると考える要素となるので、利用定員の総数の見直しの頻
度や見直し施設の数も確認していく必要があります。 
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◼ 定員充足率の状況等に応じた対応策として考えられる主な施策の紹介 
➢ 定員の見直し 
定員区分と利用こども数との乖離を縮小させるため、令和７年度より、公定価格にお

ける定員区分の細分化が行われています。利用するこどもの数の増減による影響を受け
やすい比較的小規模な定員規模の施設については、自治体においてこども数の推移を踏
まえつつ、定員の見直しについて各施設の後押しをするなど速やかに対応することが重
要です。 
各施設と自治体が日頃よりコミュニケーションを密にとり、各施設の適切な運営や質

の高い教育・保育の提供、地域における保育機能の維持・確保方策について、協働して
取り組むことが求められます。 

出所：こども家庭庁より提供 

  

〇 施設の運営に要する費用には、施設の規模に応じて変動する経費（例：保育士の人件費等）と変動しない固定的な
経費（例：施設長の人件費等）があり、定員規模によって費用の構造が異なることから、公定価格では、利用定員
10人単位を基本として定員区分を設け、それぞれについて子ども１人当たりで単価を定めている。

○ 具体的な各定員区分における単価の算定については、各定員区分の上限（例：51人～60人の定員区分では定員60
人）の定員数を基に、子ども一人単価に置き直して算定していることから、利用子どもの数の増減による影響を受け
やすい比較的小規模な定員規模の施設について、定員区分と利用子ども数との乖離を縮小させるため、定員60人以
下の幼稚園・保育所・認定こども園に係る定員区分の細分化を行う。

公定価格における定員区分の細分化

定員区分の細分化
〇認定こども園（１号認定） 〇認定こども園（２・３号認定） 〇幼稚園 〇保育所

区分
（見直し前）

分割
区分

（見直し後）
区分

（見直し前）
分割

区分
（見直し後）

区分
（見直し前）

分割
区分

（見直し後）
区分

（見直し前）
分割

区分
（見直し後）

～10人 ～10人 ～10人 ～15人 ～15人 20人 20人
11人～15人 11人～15人 16人～20人 21人～25人
16人～20人 16人～20人 21人～25人 26人～30人
21人～25人 21人～25人 26人～30人 31人～35人
26人～30人 26人～30人 31人～35人 36人～40人
31人～35人 31人～35人 36人～40人 41人～45人
36人～40人 36人～40人 41人～45人 46人～50人
41人～45人 41人～45人 45人～50人 51人～55人
45人～50人 45人～50人 51人～55人 56人～60人
51人～55人 51人～55人 56人～60人
56人～60人 56人～60人

～15人

46人～60人

16人～25人

26人～35人

36人～45人

16人～25人

26人～35人

36人～45人

46人～60人

11人～20人

21人～30人

31人～40人

41人～50人

21人～30人

31人～40人

41人～50人

51人～60人

51人～60人
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➢ 保育施設の運営体制の見直し 
 保育ニーズは一定数あるものの、こどもの人数が減少している場合などにおける短・中長
期的な保育提供体制を検討する際に、保育施設の運営体制の在り方はひとつの重要な検討事
項になります。以下に 4つの運営方式を紹介します。 

方式 公設公営 公設民営 
（委託） 公私連携型 民設民営 

（移管） 
保育所 公立保育施設 民間保育施設 
設置主体 市区町村 民間法人 
運営主体 市区町村 受託者 

（指定管理） 民間法人 

職員 市区町村職員 法人職員 
運営費 一般財源 施設型給付費 

 
公私連携型は、公設民営と民設民営の間に位置づけられ、市区町村が設置・運営主体であ
る民間法人と連携し、土地・建物など公有設備の無償又は廉価での貸付け・譲渡などを可能
とし、 設置の支援を行うとともに、人員配置や提供する教育・保育など運営に関与し、適
正な運営が行われるよう、市区町村と法人とが協定を締結して運営を行う保育所を指します。
民間法人が設置主体・運営主体であるものの、自治体が協定によって運営に関与することで、
保育の質を確保し、公的な役割を担うことも期待されています。 
上記の他に、施設の老朽化対策や財政負担の軽減、多様な保育ニーズへの対応を目的とし

て、公設公営から公設民営へ移行するケースもあり、そのようなケースでは、指定管理者制
度等が活用されています。 
人口減少が進む地域においては、公立保育所等を民間法人へ譲渡・移管する場合や、私立

園の公立化が選択肢として想定されます。各施設や運営体制の強みを最大限に活かした保育
提供体制の確保のため、地域における公私それぞれの役割や特性を踏まえた検討を行い、選
択することが必要です。 
今後の保育の運営体制の検討にあたっては、自治体内における保育所等の定員充足率、待

機児童や入所保留児童の状況、各施設の経営・財務状況、施設の老朽化、人材確保の見通し
等のデータを組み合わせて確認してください。 
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➢ 保育施設の統廃合 
保育ニーズの減少、こどもの人数の減少が進む場合などには、短・中長期的な保育提供体

制の検討に当たり、施設の統廃合もひとつの検討事項となり得ます。 
公立・私立それぞれの保育所等の統廃合について下記のパターンが考えられます。 
⚫ 公立保育施設における統廃合 
① 公立保育園同士の統廃合 
② 公立保育園と公立幼稚園の統合による公立幼保連携型認定こども園の創設 
③ 自治体内すべての公立保育施設を閉園（私立保育施設のみを存続） 

 
⚫ 民間保育施設における統廃合 
民間の保育所等の統廃合は、「事業譲渡」と「合併」の 2 種類に分類されています。事業

譲渡や合併に向けた具体的なプロセスは、令和 7 年度 子ども・子育て支援等推進調査研究
事業「保育所等の合併・事業譲渡等に関する実態調査」の『保育所等の合併・事業譲渡等に
関するガイドライン』を参照してください。 

 
⚫ 人口減少地域における保育施設間の役割分担を通じた保育機能の集約・維持 
人口減少地域において、保育所の統廃合による集約や施設種別変更を組み合わせ、下記

のように地域全体としての保育機能維持に向けた再編を進めるケースがあります。 

 自治体内の特に人口減少の著しい地域の保育所を廃止し、地域の中心となる保育所
に資源を集約する 

 自治体内の各地域から集約後の保育所へのバスを運行する等の移動支援を実施する 
 保育所を廃止した地域には小規模保育事業所を新設し、当該地域での低年齢児の保
育需要に対応する 

 
 
➢ 「拠点園」を中心とした地域の保育機能確保に係る取組 
長期的な視点に基づく保育提供体制整備に係る検討を先駆的に進めている自治体では、地
域の保育機能の中核となる「拠点園」を定め、当該施設の多機能化、地域の保育・子育て関
連施設の質向上の取組、施設間ネットワークの強化に係る取組等を進めるケースがあります。 
拠点園を中核とした取組には下記のものが考えられます。 

 拠点園が多様なニーズ（休日保育、支援や配慮が必要なこどもへの対応、保護者の
疾病や出産等による緊急的な保育、地域子育て支援機能の充実等）への対応を中心
的に担う 

 地域を複数エリアに分け、各エリアに公立の拠点園を 1 園程度配置し、周辺施設と
連携するネットワークの中核とする 

 拠点園が巡回訪問・ネットワーク会議・公開保育や研修の企画等を行い、地域全体
の保育提供体制底上げを図る 

 拠点園職員が公園を巡回訪問して子育て世帯の相談に応じる等の在宅育児世帯への
支援を実施するほか、児童相談所等と連携し特別な配慮が必要なこどもへの支援体
制強化に関与する 
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➢ 保育の多機能化 
人口減少地域の保育所等は、地域で唯一の子育て支援の拠点でもあり、その保育所等が運

営困難に陥ると、こどもを預けて働く場やこどもが集まる場所がなくなり、地域そのものの
維持が難しくなると考えられます。このため、人口減少が進む状況においては、各市区町村
の地域資源の状況やニーズ等の状況を踏まえ、地域における保育機能の確保・強化のための
多機能化を図ることが求められています。保育の多機能化は、多機能化の目的によって 5 つ
に分類されます。自治体、各施設、地域の子育て支援施設及び地域住民等、関係者による協
議や検討を基に、地域の状況に応じた多機能化に取り組むことが求められます。 
 
図表 10 保育の多機能化の種類 
分類 内容 
①保育を強化する取組  一時保育 

 病児・病後児保育などの特別な保育事業 
 医療的ケア児への対応 
 保育所等を利用する家庭に対する相談支援などの事業 

②乳幼児期以降のこども 
・若者を支援する取組 

 放課後児童クラブなど朝や放課後の小学生の預かり事業 
 児童館、居場所・遊び場づくり、学習支援など、就学以
降のこども向けの事業 

③こども・子育て家庭を 
支援する取組 

 伴走型の相談支援や産前・産後ケア事業等の妊娠期から
の支援事業 

 利用者支援事業や地域子育て支援拠点事業など、親子を
支える事業 

 児童発達支援、放課後等デイサービスなど、障害児向け
の事業 

 こども食堂やこども宅食、フードパントリーなど、こど
もの食事を支援する事業 

 日本以外のルーツを持つこども、家庭の受入れに関する
事業、 

 要支援家庭への対応や見守りなど、社会的養護に関する
事業 

④こども・子育て支援 
以外の様々な支援の取組 

 介護施設の運営やヘルパー派遣等の高齢者支援事業 
 職業斡旋や生活支援等の生活困窮者支援事業 
 障害者支援施設の運営や就労支援等の障害者支援事業 

⑤地域づくりのための 
取組 

 介護施設の運営やヘルパー派遣等の高齢者支援事業 
 職業斡旋や生活支援等の生活困窮者支援事業 
 障害者支援施設の運営や就労支援等の障害者支援事業 

出所：株式会社日本総合研究所「令和６年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業 子ど
も・子育て支援の今後に関する先進的な取組事例の収集・検討に関する調査研究報告書」 
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なお、こども家庭庁においては、「過疎地域における保育機能確保・強化のためのモデル
事業」を実施し、多機能化の取組を進めています。令和７年度において、当該モデル事業を
先駆的に実施した自治体の取組例がまとめられていますので、保育所等における多機能化の
検討のご参考としてください。 
 

 
出所：こども家庭庁より提供 
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➢ 施設種別の変更 
地域における中長期的な保育ニーズやこどもの状況（こどもの総数の推移、年齢構成、こ

どもの特性など）の推移を見据えた効果的な保育機能の確保を図るため、必要に応じて施設
種別の見直しを図ることも想定されます。以下に主なパターンを紹介します。 

⚫ 幼稚園又は保育所の認定こども園への移行 
⚫ 小規模保育事業への移行又は創設 

 
なお、令和７年の児童福祉法改正により、これまで国家戦略特別区域法に基づく特例措置

として実施されていた「３～５歳のこどものみを対象とする小規模保育事業」について、保
育の選択肢を広げる観点から全国展開されることとなりました。併せて、公定価格について
も、令和８年度予算案において、満３歳以上限定小規模保育事業の単価が設定されていま
す。 
既存の保育資源と組み合わせるなどにより、人口減少地域における保育機能の確保に活用

いただくことも想定されます。 
 

 
出所：こども家庭庁より提供 
 

  

○ 国 戦略特区    特例措置   状況 踏            選 肢 広げ 観   義     
   国 戦略特区 特 措置 全国展開し、全国  い 、３～５歳     み 対象と  小規模    
    可 と   

３～５歳     み 対象と  小規模     創設

○             19  下       ０～２歳     対象    行う    だ   ～
５歳             状況  他       勘案    ～５歳  受 入        

 ※    祉法 昭和22 法律第164号  抄 
第六条 三  略 
②～⑨  略 
⑩   法律            次 掲げ       

    必要            満三歳 満        当該   必要                目 
           六   十九  下      限               
二 満三歳 上    係    体制 整備   そ 他     情 勘案し     必要            満
三歳          前号 規定   設  い         

⑪～㉑  略 

 ※ 令和５  月          選 肢 広げ 観    ０～２歳                      ～５歳  
   受 入                  じ 柔軟 判断           通知  出 

○ 平成29     国 戦略特別区 法 基  特 措置とし 、国 戦略特区     区  成田市、堺市、
西宮市   い は、    判断 よ 小規模     対象 齢 ０～５歳 間で柔軟 定   とが可  
さ      ろ   改革  計画 令和５ ６月16 閣 決       ３～５歳     み 対象と
  小規模     創設   と つい 、次 法改正 タイミングであ 方 検討     さ     

施行日：令和８年４月１日①制  現  背景

②改正内容
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◼ 各種支援策 
上記のような対応を図るために活用できる、国の補助制度等を紹介します。 

 
➢ 保育提供体制の確保のための「実施計画」による財政支援（就学前教育・保育施設整
備交付金、保育所等改修費等支援事業における国庫補助率の嵩上げ） 

 「保育提供体制の確保のための実施計画」の採択（※）を受けた自治体に対して、多機能
化や統廃合のための整備にかかる国庫補助率の嵩上げ（１／２→２／３）を実施していま
す。 
 （※）市区町村ごとに「保育提供体制の確保のための実施計画」を作成いただくことで保
育需要と提供体制の「見える化」を図るとともに、待機児童対策や人口減少対策等に係
る補助事業の補助率を嵩上げする等の財政支援を実施。 

 

 
出所：こども家庭庁より提供 

  

      対 し     
成           体制              よ      つい 

       対象

                                        計画     受          下         
           市区      市区              

  可         
        
             月                    
    区    ２ 
    ～          月                  
      区                 じ    区      
２       
                        区      
         じ   
            他             特       
               計画 国  出   区  

                             ～              
     置                                             
  置    和             措置        要            

  令和５     令和６              令和                    
令和          措置              

       受                         

     で   制  
      通          改  必要  区  

内容  

             国   
    げ   ２ ２   
  ５ 
 置   要  和  ６ 

                
    改       

  要            

  要               

          要              

              受  
         要 

             

    置     要                        

               受         

内容  

                  国    
   げ   ２ ２   
 置   要  和  ６ 

                
    改       

 ２             受         

         じ         受         

内容  

国       げ   ２ ２   
                
    改       

内容  

  要          げ    

                       
                       
                   要 

 広          

  要 
                   
  

                       
    要 

             

  要          特   

  要                

    計画         国       要    
   置   要  和                   
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➢ 財産処分要件の見直し 
 「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会のとりまとめ（令和７年７月 25
日）では、介護分野、障害福祉分野、保育分野の「福祉サービス共通課題への対応」の中
で、「地域の実情に応じた既存施設の有効活用等」として、補助金等の交付を受けて取得等
した施設等に係る財産処分について柔軟な対応の検討を行っていく必要があるとされまし
た。これを受け、各分野における財産処分要件の見直しが検討されています。 
 

 

出所：こども家庭庁より提供 
 

  

財産処分の要件の見直しについて

○       新  方向性  令和６ 12月20 公表                                    
   統廃合や規模 縮小、多       的    促進            

○     2040   向  サービス  体制  あ 方 検討会 と まと  令和７ ７月25     介 分  障害 祉分  
  分    祉サ ビ  通        中       情  じ 既存 設 有効活用      補助金  交付 受  
 得 し  設  係  産処     柔軟 対  検討      必要    さ    ろ 

○ （前略）財財産産取取得得かからら 1100  年年未未満満のの場場合合に関して、
・ 一一定定のの条条件件下下ににおおけけるる全全部部転転用用（補助対象事業を継続した上で一部転用する等の場合を除く。）、
・・ 一一定定のの条条件件下下ににおおけけるる廃廃止止（計画的な統廃合に伴う一定の機能を維持した上での廃止に限る。）等
について、補補助助金金のの国国庫庫返返納納をを不不要要ととすするることなど、よよりり柔柔軟軟なな仕仕組組みみをを検検討討することが考えられる。

 ※ 例 ば 厚 労働省 社会 障審議会介護 険部会                 踏    介護 険制  見直し 関  意見  令和
７ 12月25  がと まと られ と ろ       介  険    直           中  中                
  範囲 併せ  上記 特  詳細  つい 検討            

○     中       庁       下       はじ と   童福祉 設     産処   件 見直し 国庫納付
 係 特                   

 産処   件見直し 案 ❶
○  産 得から10  上                    野 及び 障害  野     転  無償譲渡 無償貸    
   国 納   要   特例           祉   通        観    高齢  野   福祉 設     
   国庫納付 不     

Ａ法人 Ａ法人

   

10    
  転  

福祉 
設

 高齢  野  へ 全部転用、無償譲渡、無償貸付

    障害 
分 

現行制度上は「こども分野」及び「障害者分野」に限定されて
いるため、「「高高齢齢者者分分野野」」等等のの福福祉祉施施設設（（老老人人福福祉祉施施設設やや介介
護護保保険険施施設設、、女女性性自自立立支支援援施施設設等等））ににつついいててもも国国庫庫納納付付不不要要
のの対対象象にする。

※次頁の要件見直し（案）②は、この要件見直し（案）①が実現することを
前提としている。

厚 労働省    産 得  10  
         分       
  分     障害 分     
 転   国 納  要    扱 
         

財産処分の要件の見直しについて

○       新  方向性  令和６ 12月20 公表                                    
   統廃合や規模 縮小、多       的    促進            

○     2040   向  サービス  体制  あ 方 検討会 と まと  令和７ ７月25     介 分  障害 祉分  
  分    祉サ ビ  通        中       情  じ 既存 設 有効活用      補助金  交付 受  
 得 し  設  係  産処     柔軟 対  検討      必要    さ    ろ 

○ （前略）財財産産取取得得かからら 1100  年年未未満満のの場場合合に関して、
・ 一一定定のの条条件件下下ににおおけけるる全全部部転転用用（補助対象事業を継続した上で一部転用する等の場合を除く。）、
・・ 一一定定のの条条件件下下ににおおけけるる廃廃止止（計画的な統廃合に伴う一定の機能を維持した上での廃止に限る。）等
について、補補助助金金のの国国庫庫返返納納をを不不要要ととすするることなど、よよりり柔柔軟軟なな仕仕組組みみをを検検討討することが考えられる。

 ※ 例 ば 厚 労働省 社会 障審議会介護 険部会                 踏    介護 険制  見直し 関  意見  令和
７ 12月25  がと まと られ と ろ       介  険    直           中  中                
  範囲 併せ  上記 特  詳細  つい 検討            

○     中       庁       下       はじ と   童福祉 設     産処   件 見直し 国庫納付
 係 特                   

 産処   件見直し 案 ❶
○  産 得から10  上                    野 及び 障害  野     転  無償譲渡 無償貸    
   国 納   要   特例           祉   通        観    高齢  野   福祉 設     
   国庫納付 不     

Ａ法人 Ａ法人

   

10    
  転  

福祉 
設

 高齢  野  へ 全部転用、無償譲渡、無償貸付

    障害 
分 

現行制度上は「こども分野」及び「障害者分野」に限定されて
いるため、「「高高齢齢者者分分野野」」等等のの福福祉祉施施設設（（老老人人福福祉祉施施設設やや介介
護護保保険険施施設設、、女女性性自自立立支支援援施施設設等等））ににつついいててもも国国庫庫納納付付不不要要
のの対対象象にする。

※次頁の要件見直し（案）②は、この要件見直し（案）①が実現することを
前提としている。

厚 労働省    産 得  10  
         分       
  分     障害 分     
 転   国 納  要    扱 
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出所：こども家庭庁より提供 

  

 産処   件見直し 案 ❷

財産処分の要件の見直しについて

○             産 得から10 未満             方自治体と   、関係 、住民と 合意形成     
   ２  方自治体                     位置      条   他 福祉 設     障害  高齢 
 野     全部転用、無償譲渡、無償貸付      国庫納付 不     

Ａ法人 Ａ法人

   

10  満 
  転 

福祉 
設    障害
     分 
  

10 未満 全部転用、無償譲渡、無償貸付

Ａ法人 Ｂ法人

   

10  満 
無償譲渡 
無償貸 福祉 

設    障害
     分 
  

 産処   件見直し 案 ❸

○             産 得から10  上            要  直  案 ②       ２  条    設 統
廃合や集約  伴う 壊し    福祉 増進 資   設 へ 全部転用       国庫納付 不     

Ａ法人

   

10    
 壊 

10  上  壊し、  福祉 増進 資   設 へ 全部転用 

Ｂ法人

   

施設の統統廃廃合合や集集
約約化化に伴う取壊し

Ａ法人 Ａ法人

   

10    
  転  

  福祉 
増進 資 
  設 

上記  産処   件見直し 案 ①～③ つい 、厚生労働省と 連携し がら、今後詳細  つい 検討し い  ② ③ つ
い は、介護 設  係  産処  国庫納付 係 特  検討   注視 。
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➢ 人口減少地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業及びこども・子育て支
援の地域分析のためのモデル事業 

 認可保育所、認定こども園及び小規模保育事業で行う地域の人々も交えた様々な取組を支
援し、具体的な取組内容や運用上の工夫、財政面も含めた運営上の課題など、今後の保育所
の多機能化に向けた効果等を検証し、地域における保育機能の確保・強化を図るためのモデ
ル事業を実施しています。（令和７年度の実施自治体例については前述「過疎地域における
保育機能確保・強化のためのモデル事業のとおり） 
また、令和７年度の補正予算では、自治体において、将来的な保育ニーズや保育資源、近

隣地域や同規模の他地域との比較などを踏まえた地域分析を行うためのモデル事業も実施し
ています。 

 

 
出所：こども家庭庁より提供 

 

  

成       人口減少                        
    的
⚫ 人口減少      は、  で唯一       拠 で あ 、そ    が運営困難 陥 と、    預  働 場や   が集ま 場 が  
  、  そ    維持が難し   。  よう 人口減少が進む    い 、           人  交え       つい     と
と  、    多    向  効果 検証   とで、  インフラとし             図 。

⚫ ま 、人口減少が進む    い は、  ごと  ータ 析 進 、   よっ 異    や 情  じ    行っ い 必 があ  とから、市
    い 今後         つい    や将来像 EBPM的 視 で検討し い  と でき よう   析 係    行う。

     
   人口減少                        
   内容 
⚫  可   、 定    及び小規模    で行う   人  交え         し、具体的   内容や運用上 工夫、  面 含  運営上
     、今後     多    向  効果  検証し、                 図        構築  。

 対象自治体 
⚫      持続的発展    関  特別措置法   ３ 法律第19号  基   全部  市    713自治体 、  み し  市    14自治
体 及び 一部  市    158自治体 、     準ず 市   ※ 又は  市   し は     準ず 市   有  都道府県
※      準ず   であ と市    い 判断され    有  市  

 対象 設 
⚫ 既存  可   、 定    及び小規模     であっ 、   維持や発展    存続が不可欠  設。
※    設 は  設 限定せず、複   設 定       と 可 と  。

 対象と     
①           ②                    
③                ④                    
⑤           
 ２              析         
   内容 
⚫ 自治体  い 、将来的   ニーズや  資源、近隣  や同規模 他  と 比較   
踏まえ    析 行う   費用 一部補助し、自治体       析     構築  。

 対象自治体 
⚫ 都道府県、市区  

  主体 
   主体 都道府県 市区   自治体が    へ 委託可 ※  自治体は国へ 協議 公募  よ    う  自治体。
 補助基準額    及び ２    ： 一般型  自治体あ  10,000千円 ※自治体    検討会開催や報告書作成 費用 含む。

ま 、(1)    つい は、各   利用料が生じ 場合は別途徴収が可 。
      ： 被災 型  自治体あ  15,000千円 ※ 登半島 震 よ 被災し  登半島 ３市３ で    場合。

 補助割合 国：３／４、都道府県 市区  ： ／４

＜  対 総合    費補助金＞      補正予算 3億円
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➢ 特別地域保育体制確保対応加算（仮称）（令和８年度予算案に計上） 
こどもの数が大きく減少している地域において、今後の対応の検討・取組を促進するとと

もに、その間の保育機能の維持・確保を図るため、保育機能の維持・確保に向けた検討・取
組を進める過疎地域等の自治体に所在する小規模な施設（利用人数が 15人以下の保育所・
認定こども園）が、保育の質の確保に係る取組や保育機能の維持・確保に向けた取組を行う
場合に、公定価格において「特別地域保育体制確保対応加算」（仮称）を創設しています。 
 

 
出所：こども家庭庁より提供 

 

  

○                  維        令和７   公 価格     比較                 
  区分         乖離 縮 させ      60  下        区分 細分                 
     必要                              ろ 

○     中      下       維         特 速      求                    
      今後 対  検討    促進  とと  、そ 間      維持    図   、     維持    向 
 検討    進        自治体  在  小規模  設 利用人 が15人 下      定     が、   質  
  係   や     維持    向     行う場合       特                称  創    

  ２ 特別    体制  対 加算 仮称  創設

要件
○  下 要    該当        
ⅰ      ※                    維                               
 ※          下     
 離 振興法(昭和二十  法律第七十二号)第二条第 項        さ  離 振興      
二 奄美群 振興  特 措置法(昭和二十九 法律第百 十九号)第 条     奄美群 
三 辺    公     総           特 措置  関  法律(昭和三十七 法律第 十 号)第二条第 項     辺 
四 豪雪    特 措置法 昭和37 法律第73号 第2条第2項        さ  特 豪雪  
五   振興法(昭和四十 法律第六十四号)第七条第 項        さ  振興  
六  笠原諸 振興  特 措置法(昭和四十四 法律第七十九号)第四条第 項      笠原諸 
七 半 振興法(昭和六十 法律第六十三号)第二条第 項        さ  半 振興      
 特                       盤   促  関  法律(平成五 法律第七十二号)第二条第 項     特      
九       続  展    関  特 措置法(令和三 法律第十九号)第二条第二項         
十 沖縄振興特 措置法(平成十四 法律第十四号)第三条第三号     離 

ⅱ                       差 ５      20             15  下       
ⅲ  下                       質         維                   
 他                
 他               関        研  勉      
 他            祉                  

○                      参画               維                 積極       
       求   

対象施設
          

             質           
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➢ 広域的保育所等利用事業  
 送迎バス等の活用により、保育提供区域外の自宅から離れた保育所等への通園や、屋外遊
技場等に代わる場所（公園・広場・神社境内等）の利用を可能にすることで、児童の保育環
境や安心して子育てができる体制整備を行う事業。送迎バス等の購入・運用にかかる費用
（運転手雇上費やこどもの送迎時に付き添う保育士等の雇上費等）や、既存の建物からこど
も送迎センター等への改修に必要な経費への補助を行っています。 
  
 

 
出所：こども家庭庁より提供 

 

  

       区   ※ 
※①                                                    ②                          
                                      計画     要  

      国   ２  区     ２
     額     雇  5,000千円      じ 3,000千円      転 雇  5,000千円      じ 3,000千円    

     損害賠償 険   10,202千円   送迎   1,119千円  バ 購入 15,000千円
 バ    7,500千円  改  7,270千円

⚫ 送迎セ          ず 送迎バ  台       置  じ      仕      
⚫    送迎セ  －        委託    損害 険   入      険        
⚫       送迎  空                    巡回                     巡回       
⚫          送迎  障   範囲        通              送迎     差      

成       広 的    利用  
    的

⚫ 送迎バ                 遠距離                           遠距離   屋  戯 
  わ    公  広  神社                                              
             

     
      送迎セ      
 区    置     送迎セ                 送迎      バ   購入   転 雇   駐車      送迎
セ                  送迎    添      雇          

 ２  替屋  戯 送迎  
       遠距離   屋  戯   わ         送迎
      バ   購入   転 雇   駐車       
    送迎    添      雇          

      送迎セ    置改   
 存 建物 改      送迎セ     置     
建物 改  必要          

   績
＜   送迎セ      ＞ R3 44    71   R4 51    86   R5 51    86   
＜ 替屋  技 送迎  ＞ R3          R4          R5          

自自宅宅

送送迎迎セセンンタターー

保保育育所所等等

※平成30年度より、自宅から直接保育所への送迎も可能

【【事事業業イイメメーージジ】】

  主体 

＜    総         ＞ 令和     案 463億円    464億円    
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2 地域分析ワークシート 
(1) シート構成 

 地域分析ワークシートについては、大きく４種類のシートに分かれています。 
➢ テンプレートシート 
分析区域（中学校区域）別のこどもの数や利用定員などのデータを入力するシートです。
分析区域ごとに 1 枚のシートを作成するため、複数の分析区域を設定する場合は、シー
トを複製してください。 
 

➢ 地域入力シート（国勢調査等の統計データの貼付シート含） 
市区町村単位での地域特性を入力するシートです。 
 

➢ 自動計算シート 
テンプレートシートに入力したデータから見込数を計算するシートです。計算過程や、
データの内訳等を確認する際に参照してください。 
 

➢ 課題把握・分析結果出力シート 
課題把握・分析の際に参照する指標（自動計算等された結果）が整理されたシートです。 
当該シートは、保育提供体制の施策の方針を検討する際に多様な視点から検討する必要
があることから「①地域の状況」「➁待機児童の状況」「③保育ニーズと保育サービス
提供量の状況」「④保育人材の状況」の 4つのシートで構成しています。 

 
 
【重要】入力データの時点について 
今回の地域分析に関しては、国への利用定員数等の報告と粒度を揃える関係で、各年の 4 月
1 日時点での数値を入力いただくことを前提に作成しています。一方で、期中の待機児童の
発生状況を反映するうえでは、例えば 10 月 1 日時点のデータが取得可能であれば、その時
点の状況も把握することが可能となりますので、有用です。 
もし、4 月 1 日時点以外のデータを使って分析される場合は、少なくとも「保育の申込数」、
「施設種別の利用者数」、「待機児童数」、「施設種別の利用定員数」については、時点を
揃えて入力いただくようにお願いします。定員充足率や待機児童数見込などを算出するため
に利用しているため、時点の異なるデータで割合等を算出すると、想定外の結果が示される
可能性があります。 
 
 
【重要】地域分析ワークシートの 1ファイルで処理できる分析区域数について 
今回の地域分析ワークシートでは、計算の都合上 1 ファイルで処理できる分析区域数を 15
に制限しています。16 以上の分析区域を設定する場合は、ファイルを複製して、複数ファ
イルに分けての作業をお願いします。ファイルを分ける場合は、課題把握・分析を行ううえ
で支障がないように区単位や、旧町単位など関係者が共通理解できる分け方でご対応くださ
い。 
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(2) 入力方法 
Excelシートの必要項目の箇所に、実績値（見込値）の入力を行います。 
①は事前準備、②～⑤で需要の情報を入力し、⑥～⑦で供給の情報を入力します。最後に

⑧にて、地域の状況を入力します。 
 
① 事前準備【必須】 
分析区域として設定する地域の名称を、「【市区町村単位】中学校区一覧リスト」
に入力します。こちらに入力した名称が、テンプレートシートを複製した場合の名
称となりますので、一致させるようにしてください。 
 

図表 11 【市区町村単位】中学校区一覧リスト 

 
② こどもの数の実績値・将来推計値を入力【必須】 
分析区域単位のテンプレートに、こどもの数の実績値（5 年分）とこどもの数の将
来推計値（10 年分）を入力します。必ず、各歳別に入力してください。この項目を
入力しないと、利用者数の推計などすべての分析が実施できないため、必ず入力し
てください。こどもの数の将来推計値については、子ども・子育て支援事業計画や、
自治体の総合計画等で算出されているものを利用する形で問題ありませんが、長期
的な視点での分析をする観点から 10年分のデータの入力をお願いします。 
 

図表 12 保育提供区域_中学校区域】テンプレート_（こどもの数 抜粋） 

 
 

  

NO 中学校区名 人口 面積 人口密度
1 AAA
2 BBB
3 CCC
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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③ 保育の申込者数（1号、2号、3号別）の実績値（見込値）を入力【必須】 
②でこどもの数を入力したシートに、引き続き保育の申込者数を入力します。こど
もの数と同様に、各歳別に入力しますが、特に、2 号認定と 1 号認定についても、
分けて入力することに注意してください。 
また、将来の見込値について、地域分析ワークシート外で算出した数値がある場合
は、任意で入力してください。入力がない場合は、「こどもの数の将来推計値」と
直近の申込割合等から、自動計算シートにて算出されます。 

 
図表 13【保育提供区域_中学校区域】テンプレート_（保育の申込者数 抜粋） 

 
 

④ 各施設種別の利用人数の実績値を入力【必須】 
③に引き続き、施設種別の利用者数について、こちらも各歳別に入力します。施設
種別によって、対象年齢が限定的になっているものもありますので、入力の際は注
意してください。また、認定こども園については、2 号認定と１号認定の利用者数
は分けて計上してください。 
この項目についても、将来の見込値について、地域分析ワークシート外で算出した
数値がある場合は、任意で入力してください。入力がない場合は、「こどもの数の
将来推計値」と直近の利用者割合等から、自動計算シートにて算出されます。 
 
また、広域利用の利用者が多く発生している場合は、内数として広域利用者数の人
数を任意で入力してください。この項目に入力された人数は、定員充足率見込や待
機児童数見込を算出する際に、利用者見込数から除外して計算されます。 
（将来的にも広域利用が継続することを想定される場合は入力、将来的には自地域
で完結することを目標にされている場合は未入力で対応してください。） 
 

図表 14【保育提供区域_中学校区域】テンプレート_（施設種別の利用者数 抜粋） 
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⑤ 待機児童数を入力【必須】 
④に引き続き、待機児童が発生している場合は、その待機児童数をこちらも各歳別
に入力します。 
この項目についても、将来の見込値について、地域分析ワークシート外で算出した
数値がある場合は、任意で入力してください。入力がない場合は、「こどもの数の
将来推計値」と直近の申込割合や利用定員の合計値等から、自動計算シートにて算
出されます。 
 

図表 15 【保育提供区域_中学校区域】テンプレート_（待機児童数 抜粋） 

 
 
⑥ 各施設種別の施設数と利用定員数の実績値を入力【必須】 
②～⑤で、需要のデータの入力が終わりましたら、次に供給の情報を入力していき
ます。まずは、施設数と施設種別の利用定員数を入力します。 
利用定員数については、各歳別に入力します。施設種別によって、対象年齢が限定
的になっているものもありますので、入力の際は注意してください。また、認定こ
ども園については、2号認定と１号認定の利用者数は分けて計上してください。 
 
施設数や利用定員の将来の見込値について、既に利用定員の変更や、施設の統廃合、
新設などの計画が見込まれている場合は、任意で入力してください。入力がない場
合は、直近の施設数と利用定員数が自動計算シートうえで引き継がれる形となりま
す。 

 
図表 16 【保育提供区域_中学校区域】テンプレート_（施設数、利用定員数 抜粋） 
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⑦ 保育士・子育て支援員の数の実績値を入力【合計値は必須、施設種別は任意】 
⑥に引き続き、保育士・子育て支援員の数を入力します。施設種別の人数を把握し
ている場合は、施設種別に入力します。（各歳別は不要です。）施設種別の詳細な
内訳が不明の場合は、合計値のみの入力でも可能です。 
職員数の将来の見込値について、既に施設の統廃合、新設などの計画が見込まれて
いて、地域分析ワークシート外で算出した数値がある場合は、任意で入力してくだ
さい。入力がない場合は、直近の保育士・子育て支援員の数が自動計算シートうえ
で引き継がれる形となります。 

 
図表 17 【保育提供区域_中学校区域】テンプレート_（保育士・子育て支援員の数 抜粋） 

 
 
⑧ 市区町村全体の地域特性、地域の状況を入力【必須】 
テンプレートシートに、分析区域別のデータ入力が終わったら、【市区町村単位】
地域入力ページに移り、市区町村全体の状況について入力します。 
地域分類を判定するうえで必要となる情報について、該当の有無をチェックします。 

 
図表 18 【市区町村単位】地域入力ページ_（地域特性 抜粋） 

 
 

  

地域特性

項目
人口分類 中山間・人口減少地域

回答（選択してください） 説明（補足説明のため入力不要）
過疎地域
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また、国勢調査等のデータについては、該当のシートに e-stat から出力したデータ
の表部分（表題や注釈の行を削除した状態）を直接貼り付けることで、地域分析ワ
ークシートの「【市区町村単位】地域入力ページ」の、世帯の状況と就業率に必要
な情報が反映されます。 
なお、表題部分を削除する際は、行単位で削除することとし、列の追加や削除は行
わないでください。 

 

世帯の状況については、令和２年度国勢調査 人口統計等基本集計の「第 12－3 表 
世帯主の男女，世帯主の年齢（5 歳階級），世帯の家族類型別一般世帯数」のデー
タを直接貼り付けてください。 
 
就業率については、令和２年度国勢調査 就業状態等基本集計の「第 2－2 表 男女，
年齢（5 歳階級），配偶関係，労働力状態・従業上の地位別人口（15 歳以上）」の
データで、「総数（配偶関係）」と「有配偶」のデータを直接貼り付けてください。 

 

図表 19 【市区町村単位】地域入力ページ_（世帯の状況・就業率 抜粋） 

 

図表 20  【第 12－3 表_表部分を貼付け】国勢調査世帯データ 抜粋 

 

世帯の状況 必須
※国勢調査データを反映しているため、ここの入力は不要です

25～44歳人口に対する結果となります

世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合
2025

2005
2010
2015
2020

就業率 必須
※国勢調査データを反映しているため、ここの入力は不要です

人口総数 労働力人口 就業者人口 就業率 人口総数 労働力人口 就業者人口 就業率 人口総数 労働力人口 就業者人口 就業率
2025

2005
2010
2015
2020

全体人口 20歳~44歳女性全体 20歳~44歳有配偶女性

過去分

項目

過去分

項目

夫婦と子供から成る世帯 女親と子供から成る世帯 単独世帯（男性） 単独世帯（女性）世帯数
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図表 21  【第 2－2表_表部分を貼付け】国勢調査就業率 抜粋 
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(3) 出力画面の見方 
 出力画面として確認する「課題把握分析結果出力」シートは、①地域の状況、②待機児童
の状況、③保育ニーズ×保育サービス提供量の状況、④保育人材の状況の 4 つのシートに分
かれています。 

 各シートには分析結果メモを記入する欄があるので、主要指標などからわかることをメモ
として記録すると、課題把握・分析シートで分析を実施する際に役立ちます。 

 

① 地域の状況について 
主要な指標として、自治体全体の「こどもの数」、「就業率」、「世帯の状況」につい
て、実績値が確認できます。「こどもの数」のみ、分析単位別の結果と、将来推計値も
併せて確認ができます。過去の状況や将来の短期、中期、長期の各時期の状況について、
確認して、分析結果メモに記録を残します。 
 

図表 22  【自動計算】課題把握分析結果出力_（①地域の状況 抜粋） 

 

② 待機児童の状況 
待機児童が解消しており、今後も発生する見込みのない自治体の場合は、本項目は省略
で問題ありません。待機児童が発生している、又は発生する見込みのある自治体につい
ては、本項目で分析区域別での発生状況を確認します。短期、中長期の各時期の状況や
ピークを確認して分析結果メモに記録を残します。 
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図表 23 【自動計算】課題把握分析結果出力_（②待機児童の状況 抜粋） 

 
 

③ 保育ニーズ（こどもの数）×保育サービス提供量（保育施設等）の状況 
定員充足率を主要指標として、市区町村全体と分析区域別に状況を確認します。定員充
足率が 70～80％を目安として対策の検討が必要となるため、短期、中長期の各時期の
状況を確認して分析結果メモに記録を残します。 

 
図表 24【自動計算】課題把握分析結果出力_（③保育ニーズ×保育サービス提供量の状況 抜粋） 
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④ 保育人材の状況 
過去の保育士数や子育て支援員数等について確認します。今後の人材確保策について、
分析結果メモに記録を残します。 

 
図表 25【自動計算】課題把握分析結果出力_（④保育人材の状況 抜粋） 
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3 課題把握・分析シート 
 

(1) 課題把握・分析シートを活用した保育提供体制の検討の進め方 
自治体において保育提供体制の施策の方針を検討する際に多様な視点から検討する必要
がありますが、その中から地域の状況、待機児童の状況、保育ニーズと保育サービス提
供量の状況、保育人材の状況の４つの視点で課題把握・分析を進めていただくように整
理をしました。 
各視点で分析を進めて最終的には短・中長期的な視点で保育提供体制の施策の方針や事
業を検討いただくことを想定しています。なお、待機児童の状況においては、短・中長
期的に発生の見込みの可能がない場合には省略してください。 

 
(2) 課題把握・分析シートの活用方法 
課題把握・分析シートでは、各視点において「主要指標」を示しています。この「主要
指標」は、現状と将来のギャップから課題を整理していく際に最初に着目いただきたい指
標です。なお「主要指標」は、地域分析ワークシートから得られるデータと、自治体が保
有しているデータを組み合わせて確認していただきます。 
 
(3) 課題把握・分析の進め方  
① 「主要指標」の経年の傾向を見る  
➢ 現在、短期（３年後）、中期（５年後）、長期（10 年後）の観点から「主要指標」
（上述の①～④において主要指標は異なり、例として就学前人口、就業率、待機児
童数、定員充足率など）の変化を自治体全体及び保育提供区域（中学校区を推奨）
で確認します。 

➢ 今後、短期的な視点での対策が必要なのか、中長期的な視点での対策が必要なのか、
各主要指標がどの時期にどの区域でどういった推移で変化が生じると推計されてい
るか確認をします。 
 

② 課題を具体化する 
現状と短・中長期的のギャップから課題を具体化・整理していきます。分析の記載例と
して「課題把握・分析シート 記載例①②」を参照してください。 

検討した事項については、どのような検討・議論を実施したか記録に残すことで、関係
者との情報共有などにも活用いただけます。 

➢ 各自治体において前期計画策定時等から認識している課題感や、主要指標以外で自
治体が保有している各種定量データから「何のデータ・指標が、どの程度、どう変
化するのか」（例：ある施設の定員充足率が短期的に 10％減少する見込み、など）
を確認しながら、４つの視点に沿って課題を整理します。 

➢ 次ページ以降に示す課題把握・分析のイメージでは、各視点で課題把握・分析を実
施するうえで、考慮が必要となる施策の方向性を「検討方針」として記載していま
す。その「検討方針」ごとに、主要指標に加えて確認するべき指標を「併せて確認
する指標等」として示しています。そしてどのような考え方で分析するかについて、
「論点・考え方」に示しています。 

➢ これらを参考に短・中長期的それぞれの時期における課題を整理します。 
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③ 「検討方針」を整理する 
➢ 課題の整理を踏まえて、課題把握・分析シートの「課題把握・分析（記載例）短・
中長期的な保育提供体制に係る現状・課題と対応策まとめ」を参考に施策の方針
（取り組みの可否）や検討時期等を考えてください。 
なお、本手引書の定員充足率等の状況に応じた対応策として考えられる主な施策の
紹介、各種支援策、Appendixの取り組みに関連する各種調査結果を参考にしてくだ
さい。 

  
ア 地域の状況 
地域の状況は、保育提供体制を検討するうえで最も基礎となる視点です。地域全体及び中
学校区ごとに、こどもの数、就業率、地域特性等のデータ及び自治体保有しているデータを
多角的に確認することで地域の特徴を整理します。データをみる際には、全体の傾向と、変
化に着目し整理します。 
なお、「地域の状況」については、課題把握・分析にあたって個別の施策の方向性を考慮

することとは別に、地域全体の概況を確認することが重要であるため、「検討方針」は記載
しておりません。 

 
図表 26 課題把握・分析のイメージ（地域の状況） 

  

主要
指標

地域（中学校区域）の
こどもの数の実数

女性の就業率
（25～44歳）

：地域分析ワークシート内で把握する指標 ：自治体で把握している数値（地域分析ワークシート内に個別入力は求めていない指標）

併せて確認する指標等

➢ 大規模開発の状況
➢ 地域の施設の偏在
➢ こどもの状況
➢ 自治体の総合計画のこども子育てに関連する方針
➢ 自治体の独自施策

➢ 国勢調査就業状態等基本集計（5年に1回）

論点・考え方

• 開発等について記載
• 山間地域・アクセス等について記載
• 保育施設の公立・私立の割合状況について記載
• こどもの状況について記載
• 自治体の独自施策について記載

• 就業状態別（共働き・片働き）性別、年齢分布とともに推移を確認し、
保育ニーズの傾向を推測

地域特性

➢ 各歳（0～5歳）
実績5年分及び将来10年分

• ０～５歳児の人口：短・中長期的な見通しについて整理
• 歳児別の人口：短・中長期的な見通しについて整理
• 保育提供区域別の0～5歳児人口：短・中長期的な見通しについて把
握

家族類型別世帯数
世帯状況

➢ 家族類型別世帯数・世帯状況：国勢調査（5年に1回）
• ひとり親、フルタイム×フルタイム、フルタイム×パート、専業主婦(夫)、パー
ト×パートで保育ニーズの傾向を推測する

• 母子世帯、父子世帯、3世代世帯の傾向を推測する
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地域分析ワークシートの「【自動計算】課題把握分析結果出力」シートの「①地域状況」
に分析時に見るデータがまとめて表示されます。そのデータを見ながら分析を進めます。 

 

A) 主要指標：地域（中学校区域）のこどもの数の実数  

◼ 使用データ 
データ名称 期間 出所 備考 
こどもの数 
 

過去５年の実績値
及び10年後までの
見込値 

地域分析ワークシ
ート 
シート名称： 
①地域状況 

主要指標 

➢ 0 歳から 5 歳までの年齢別のこども数について、「地域分析ワークシート」において推
計される現在から今後 10 年先の見込み値から短期（3 年後）、中期（3～5 年後）、長
期（5～10年後）の増減傾向・変化を確認します。 

➢ 自治体全体及び保育提供体制区域（中学校区を推奨）ごとに推移を把握し、地域ごとの
特徴や課題を整理します。 

 
B) 主要指標：女性の就業率（25～44歳）就業状態別の世帯状況  

◼ 使用データ 
データ名称 期間等 出所 備考 
女性の就業率 
（25～44歳） 
・全体 
・有配偶 

直近年 地域分析ワークシ
ート 
シート名称： 
①地域状況 

主要指標 
 

➢ 国勢調査の就業状態等基本情報のデータから経年傾向を確認する 
・保育の需要と関係性が高い、25～44 歳の女性の就業率について、全体と有配偶者の
傾向を確認します。 

 
C) 主要指標：家族類型別世帯数・世帯状況  

◼ 使用データ 
データ名称 期間等 出所 備考 
家族類型別世帯数 
（25～44歳） 
①夫婦と子供から
なる世帯 
②父子世帯 
③母子世帯 
④三世代世帯 
⑤単独世帯 

直近年 
 

地域分析ワークシ
ート 
シート名称： 
①地域状況 

主要指標 
 

➢ 国勢調査の人口統計等基本集計のデータから経年傾向を確認する 
・保育の必要となる世帯と想定される子供のいる世帯の割合の変化について、傾向を確
認します。 
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D) 主要指標：地域特性  

地域特性においては、自治体ごとに状況が異なるため、上記 A）～C）の分析に加え、
以下を参考に必要な観点を見てください。 
地域特性は、地域ごとの地理的条件、開発状況、保育施設の分布や保育提供体制に影響
を与える多様な環境要素になります。そのため、ここでは「社会増減の傾向・就業率・
家族類型別世帯数等・地域の開発（マンション、商業施設等）の計画・予定・地理的特
性・自治体の独自施策等」等の保育提供体制に関わる自治体個別の状況についても確認
をします。 
また、子ども・子育て支援事業計画だけでなく、自治体の総合計画における子ども子育
てに関連する施策等も併せて確認をすることを推奨します。自治体においては、今後子ど
も子育て施策や保育施策に重点的に取り組むことで、就学前人口や成人人口の増加を目指
すとした方針もあるためです。 
 
◼ 大規模開発や人口流入の状況 
・マンションや商業施設の開発など、特定地域でこどもの数が急増しているか 
・将来的な増加（10年、20年後）が見込まれるか 

 
◼ 地理的条件や広域性及び保育施設の分布やアクセス 
・地域が広域や山間部であるか、また保育施設が地域内で偏在していないか、公立・私 
立の施設数や地域に偏りがないか 

・保育施設までのアクセス手段や距離に問題がないか 
 
◼ こどもの状況の変化 
・気になる子、医療的ケア児、障害児の数に変化がみられるか 
 
◼ 自治体の方針や独自施策 
・総合計画における子ども子育て支援の位置づけや、独自の保育施策が地域の子育て世 
帯数や保育ニーズに影響を与える可能性があるか 
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イ 待機児童の状況 
待機児童の状況は、保育提供体制を検討するうえで重要な視点のひとつです。まず、主要

指標として「自治体全体で待機児童が発生しているか」を確認し、発生している場合は、中
学校区及び歳児ごとに状況を把握します。 
現在及び将来（短期・中長期）にわたり、待機児童が発生する見込みがない場合は、本項

目の検討を省略してください。 
一方、待機児童が現在または将来（短期・中長期）のいずれかで発生することが想定され
る場合には、待機児童発生の課題を整理し、「定員調整の実施」や「施設新設の検討」など
の対応策を検討します。 
その際には、定員充足率、公立・私立施設の割合、保育士の確保状況など、関連する指標
もあわせて確認し、必要な対応策を短期・中長期の観点から整理していきます。 
 
図表 27 課題把握・分析のイメージ（待機児童の状況） 

 
 
地域分析ワークシートの「課題把握分析結果出力」シートの「②待機児童の状況」に、分
析時に見るデータがまとめて表示されます。そのデータを見ながら分析を進めます。 

 
A) 主要指標：地域（中学校区域）に待機児童が発生している・歳児ごとに待機児童が発生
している  

 

◼ 使用データ 
データ名称 期間等 出所 備考 
待機児童数 
・中学校区別 

過去５年の実績値
及び 10 年後まで

地域分析ワークシ
ート 

主要指標 

主要
指標

地域（中学校区域）に
待機児童が発生している

歳児ごとに待機児童が
発生している 公立・私立の割合

：地域分析ワークシート内で把握する指標 ：自治体で把握している数値（地域分析ワークシート内に個別入力は求めていない指標）

施設別の定員
充足率の状況

検討方針

定員調整の実施

施設新設の検討

併せて確認する指標等

➢ 施設別の定員充足率
➢ 認可定員と利用定員の差
➢ 保育士数・保育士充足率

➢ 新設希望法人の有無
➢ 保育士数・保育士充足率

論点・考え方

• 待機児童が発生した地域において、施設別に定員充足率の偏りがあるか確認する
• 認可定員＞利用定員の施設がある場合に、利用定員を増やす余地があるかの検討
• 保育士不足を要因とする受入数制限の可能性を確認する

• 需給を長期的な視点（20年等）で推計・検討をする
• 既存施設への影響・持続可能性の検討
• 公立・私立、施設規模、施設種別、運営体制において適切な選択が必要（将来的
な転用・再編の柔軟性）

• 統廃合と新設を組み合わせて検討する
• 保育士不足を要因とする受入数制限の可能性を確認する

区域を跨いだ
園利用の検討 ➢ 隣接地域利用定員充足率

• 地域（中学校区域）等の境界付近施設での受入調整
✓ 地域内の保育提供区域の境界付近施設での受入検討
✓ 他自治体との境界付近施設での受入検討

待機児童の
状況確認 ー

• どの地域で待機児童が発生しているか、発生している要因（施設不足、保育士不
足など）を含めて、確認する

• 何歳児に待機児童が発生しているか、歳児ごとの偏在があるか確認する
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・歳児別 の見込値 シート名称： 
②待機児童の状況 

施設別定員充足率 現在 自治体保有データ 併せて確認する指
標 

公立・私立施設割
合 

現在 自治体保有データ 併せて確認する指
標 

保育士数 現在 自治体保有データ 併せて確認する指
標 

➢ 待機児童が発生している場合、自治体全体・中学校区及び歳児ごとに分布と推移を把
握します。 

➢ 短期（現状～3 年後）、中期（3～5 年後）、長期（5～10 年後）で待機児童数の見込
み値を確認し、発生時期や規模、解消見込みを整理します。 

➢ 待機児童が発生する要因が、保育士不足による利用定員枠の減少といった保育サービ
ス提供量側の課題かについても確認します。 
 

a 短期的な視点（現在～3年後まで待機児童が発生する場合）      

短期的な視点での検討が必要となるのは、待機児童が現状発生しており２年後にも発生
する可能性がある場合などが該当します。 
➢ 既存施設での定員調整を実施する 
➢ 併せて広域入所やこども送迎センター事業の活用など「区域を跨いだ保育施設利

用」を検討する 
 

b 中期的な視点（３～５年後に待機児童のピークを迎え、その後減少する場合）  

中期的な視点での検討が必要となるのは、待機児童数のピークが３～５年目あたりに想
定され、その後も一定発生する場合などが該当します。 
➢ 既存施設での定員調整の実施をする 
➢ 併せて「区域を跨いだ保育施設利用」の検討する 
➢ 必要に応じて保育施設の新設や地域型保育事業での受け入れ等の検討をする 
施設新設の場合は、保育ニーズと保育サービス提供量のバランスや、将来的な施設
の転用や再編の柔軟性及び既存施設の運営、公立・私立のバランスにも配慮し、長
期的な人口・保育ニーズの推計を踏まえ持続可能な保育提供体制の整備を検討する 
 
c 長期的な視点（現在は待機児童がいないが、5～10年後に一定発生する場合）  

長期的な視点での検討が必要となるのは、待機児童が短・中長期的に継続して発生し、
増加傾向にある場合や、現状では発生していないものの、大規模開発等により５～10 年
目あたりから待機児童が発生する場合などが該当します。 
➢ 既存施設での定員調整の実施をする 
➢ 待機児童が増加傾向である場合は、中期的な視点での検討よりも、保育施設の新設

など受け皿確保の検討の優先度が高くなる。ただし、増加のピークがいつになる
か、大規模開発等での一時的な需要の急増か、などを見極める必要がある。また、
推計どおりに増えないことも想定し、定期的に計画を見直すことが可能な進め方を
検討する。 
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ウ 保育ニーズ（保育利用こどもの数）×保育サービス提供量（保育施設等）の状況 
 保育ニーズと保育サービス提供量に関しては、保育提供体制の検討においてとても重要な
視点です。まず主要指標の自治体全体の定員充足率、続いて中学校区及び歳児ごとに確認し
ます。定員充足率は、前述のとおり 70～80％を判断の目安として高いか、低いかで検討を
進めます。 
定員充足率が 70～80％を下回る場合に関しては、中期、長期の観点からも減少傾向であ
るのか、維持なのか、上昇傾向であるのか、によって対策の方向性が変わります。 
なお、定員充足率の分母の利用定員の総数は、見直し・調整可能な数値です。各施設の利
用定員の見直しの頻度の増加や見直し施設の数が増加することも保育ニーズの減少と考える
ことができ、分析時に考慮していく必要があります。 
はじめに、多くの自治体で想定される定員充足率が減少傾向である場合を例として説明し
ます。また、各検討方針を検討する際には、図表  課題把握・分析のイメージ（保育ニー
ズと保育サービス提供量の状況）※定員充足率減少ケース を参考に分析を進めてください。 

 
減少傾向が見られるケースでは、地域分析ワークシートに記載以外の主要指標として「施

設別の定員充足率」と「公立・私立の割合」も確認をすることを推奨します。特に、自治体
によっては、公立施設がない場合もあります。民間施設の動向や定期的な協議等から迅速に
状況把握を行い、必要な対応策を早期から検討し始めることが求められます。 

 
地域分析ワークシートの「【自動計算】課題把握分析結果出力」シートの「③保育ニーズ
×保育サービス提供量の状況」に分析時に見るデータがまとめて表示されます。そのデータ
を見ながら分析を進めます。 

 
A) 主要指標：定員充足率（中学校区別・歳児別・施設別）が上昇する場合  

 

◼ 使用データ 
データ名称 期間等 出所 備考 
定員充足率 
・自治体全体 
・中学校区別 
・歳児別 

過去５年の実績値
及び 10 年後まで
の見込値 

地域分析ワークシ
ート 
シート名称： 
③ 保育ニーズ×保
育サービス提供
量の状況 

主要指標 

施設別定員充足率 現在 自治体保有データ 併せて確認する指
標 

公立・私立施設割
合 

現在 自治体保有データ 併せて確認する指
標 

 
a 短期的な視点（現在～3年後に定員充足率が低下する場合）  

定員充足率の自治体全体、中学校区別、歳児別及び施設別を確認します。現在から２年 
後にかけて定員充足率が 70～80％を下回る傾向にあり、中長期的にも減少傾向が見込 
まれる場合が該当します。 
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この時点で中学校区や施設別で定員充足率において地域差についても併せて確認します。 
 
➢ 「定員調整の実施（施設規模の縮小）」や「施設種別の変更」などの検討をします 
➢ 併せて中長期的な対応として「施設の運営体制の変更」、「多機能化」、「施設の統
廃合の検討」、「区域を跨いだ園利用の検討」等の地域の状況に応じた施策案の検討
や計画案の作成について検討をします。 

 
なお、施策検討の際には、Ａ施設とＢ施設は施設種別を変更し、Ｃ施設は施設の運営体
制を変更するといったように、自治体全体、中学校区（本地域分析における分析単位）の
保育ニーズの提供量の維持・継続の観点から、複数の対応方針を組み合わせて自治体全体
としての保育提供体制の施策の方針を検討することが大切です。 

 
図表 28 短期的な視点（現在～3年後に定員充足率が低下する場合）のイメージ 

 
b 中期的な視点（３～５年後に定員充足率が低下する場合）  

定員充足率の自治体全体、中学校区別、歳児別及び施設別を確認します。現在は 70 ～
80％以上を維持し、中期的に（３～５年後）定員充足率に減少傾向が見込まれる場合が該
当します。 
現在及び中期的な視点から中学校区や施設別で定員充足率に係る地域差についても併せ
て確認します。 
３～５年後に定員充足率が低下する場合は、短期的な保育ニーズの状況に対応しつつ、
今後自治体全体として持続的な保育提供体制のあり方に向けての施策検討をすることが重
要です。 
➢ 「定員調整の実施」や「施設種別の変更」などの対応について、短期的な経過を見な
がら適切な対応方針を検討します。併せて多機能化について検討します。 

➢ 「施設の運営体制の変更」、「施設の統廃合の検討」などは実行までに一定の期間を
要するため、検討すべき施策について早期に検討を開始します。 

➢ 「区域を跨いだ園利用の検討」や「保育サービスの活用」など、地域の状況に応じた
施策案についても併せて検討します。 
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図表 29 中期的な視点（３～５年後に定員充足率が低下する場合）のイメージ 

 
c 長期的な視点（５～10年後に定員充足率が低下する場合）  

定員充足率について、自治体全体、中学校区別、歳児別及び施設別の傾向を確認します。
現在から中期までは 70～80％以上を維持し、長期的に（５～10 年後）定員充足率の減少
が見込まれる場合が該当します。 
現在、中期及び長期的な視点から中学校区や施設別で定員充足率に係る地域差について
も併せて確認します。 
短・中期的な保育ニーズの状況に対応しつつ、今後自治体全体として持続的な保育提供
体制のあり方に向けての施策検討をすることが重要です。 
➢ 「定員調整の実施」や「施設種別の変更」等の対応については、経過を見ながら引き
続き適切な方針を検討します。併せて多機能化について検討します。 

➢ 「施設の運営体制の変更」、「施設の統廃合の検討」など、実行までに期間を要する
施策については、長期的な視点で早期に計画し、特に公立施設がない場合は民間施設
の動向を把握したうえで検討します。 

➢ さらに、「区域を跨いだ園利用の検討」や「保育サービスの多様な活用（拠点園化含
む）」等、地域の状況に応じた施策案も併せて検討します。 
 

図表 30 中期的な視点（3～10年後）のイメージ 
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図表 31 課題把握・分析のイメージ（保育ニーズと保育サービス提供量の状況） 
※定員充足率減少ケース 

  

B) 主要指標：定員充足率（中学校区別・歳児別・施設別）が減少する場合 

続いて定員充足率が 70～80％以上を維持・もしくは上昇する場合を例にして説明します。 
定員充足率が上昇するケースに関しては、定員充足率のピークがいつ頃になるのか、ピー

ク後は横ばいが続くのか、減少していくのか、ピークの値は 100％を上回るのか、などを意
識した分析が必要です。 
 また、施設別の定員充足率や公立・私立施設割合についても、定員調整や新設を検討する
うえで、併せて確認が必要です。 
 

◼ 使用データ 
データ名称 期間等 出所 備考 
定員充足率 
・自治体全体 
・中学校区別 
・歳児別 

過去５年の実績値
及び 10 年後まで
の見込値 

地域分析ワークシ
ート 
シート名称： 
③ 保育ニーズ×
保育サービス
提供量の状況 

主要指標 

施設別定員充足率 現在 自治体保有データ 併せて確認する指
標 

主要
指標

地域（中学校区域）の
定員充足率が低い

歳児ごとの定員
充足率が低い 公立・私立の割合

検討方針

定員調整の実施
施設規模の縮小

施設種別の変更

施設の統廃合
の検討

施設の運営体制
の変更

区域を跨いだ
園利用の検討

併せて確認する指標等

➢ 保育士数・保育士充足率

➢ 施設種別の保育士数・
保育士充足率

➢ 施設の経営状況（ハード面
含）

➢ 施設の立地状況（交通手
段）

➢ 施設の経営状況

➢ 隣接地域利用定員充足率

論点・考え方

• 施設種別の変更により利用定員充足率を改善する
✓ 小規模保育事業、家庭的保育事業への切り替え

• 地域（中学校区域）等の境界付近施設での受入調整
✓ 地域内の保育提供区域の境界付近施設での受入検討
✓ 他自治体との境界付近施設での受入検討

• 地域の状況に応じて公立・私立の役割やあり方を検討をする
✓ 公立の民間譲渡（公立園の定員割れ等）
✓ 公私連携型の導入
✓ 公立の適正配置（施設数や立地調整）

• 園の廃園・統合を検討する（施設の老朽化も併せて検討）
✓ 園の廃園・近隣施設の統廃合
✓ 近隣施設の統廃合とともに新設園の開設の可能性
✓ 統廃合の場合のアクセス・送迎問題の解消

：ワークシート内で把握する指標 ：自治体で把握している数値（ワークシート内に個別入力は求めていない指標）

• 利用定員数縮小の見直しを検討する
• 園へのアクセス・移動時間を考慮した地域内での施設における定員調整を検討する
• 保育士不足を要因とする受入数制限の可能性を確認する

施設別の定員
充足率の状況

保育の多機能化 • 既存の保育施設を多機能化しながら維持する検討を行う
✓ 保育関連機能の拡充、その他業務への展開など

➢ 保育士数・保育士充足率
➢ 周囲のリソース
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公立・私立施設割
合 

現在 自治体保有データ 併せて確認する指
標 

 
a 短期的な視点（現在～3年後）  

定員充足率の自治体全体、中学校区別、歳児別及び施設別を確認します。過去から上
昇傾向で、現在 70～80％を上回る傾向にあるが、3 年前後にピークを迎え、中長期的に
は横ばいから低下傾向が見込まれる場合が該当します。 
この時点で中学校区や施設別で定員充足率と比較して高い・低いと見込まれる場合も

併せて確認します。 
➢ 「定員調整の実施」や「区域を跨いだ園利用の検討」などの検討をします。 
➢ 併せて中長期的な対応として「施設新設検討」等の地域の状況に応じた施策案の検討
や計画案の検討を行いますが、ピーク以降の保育提供量が過剰になることが見込まれ
るため、慎重に検討する必要があります。（小規模保育や家庭的保育など、弾力的な
運用が可能な範囲で検討する。）また、施設新設検討においては既存施設の老朽化よ
り検討が必要な場合もあります。 
なお、特に中長期的な検討においては、ひとつの検討方針を検討するのではなく、複数
の検討方針を組み合わせて自治体全体としての保育提供体制の施策の方針を検討すること
が大切です。 

 
図表 32 短期的な視点（現在～3年後）のイメージ 

 
b 中長期的な視点（3～10年後）  

定員充足率の自治体全体、中学校区別、歳児別及び施設別を確認します。現在は 70 ～
80％以上を維持し、中長期的に（3～10 年後）定員充足率に上昇傾向が見込まれる場合が
該当します。 
現在及び中長期的な視点から中学校区や施設別で定員充足割率と比較して高い・低いと
見込まれる場合も併せて確認します。 

3～10 年後にかけても定員充足率が上昇する場合は、短期的な保育ニーズの状況に対応
しつつ、今後自治体全体として持続的な保育提供体制のあり方に向けての施策検討をする
ことが重要です。 
➢ 短期的には「定員調整の実施」の実施を検討します。 
➢ 10 年後以降の定員充足率も念頭に、併せて「施設新設の検討」、「区域を跨いだ園
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利用の検討」の必要性を検討し、対策を検討します。 
➢ 「施設新設の検討」にあたっては、既存施設の老朽化等も含めたハード面や経営面、
人員体制を考慮して、経営を安定させるために、再編しながらの整備等も検討します。 

 
図表 33 中長期的な視点（3～10年後）のイメージ 

 

図表 34 課題把握・分析のイメージ（保育ニーズと保育サービス提供量の状況） 
※定員充足率上昇ケース 

 
  

検討方針

定員調整の実施

施設新設の検討

併せて確認する指標等

➢ 施設別の定員充足率
➢ 認可定員と利用定員の差
➢ 保育士数・保育士充足率

➢ 新設希望法人の有無
➢ 保育士数・保育士充足率

論点・考え方

• 認可定員＞利用定員の施設がある場合に、利用定員を増やす余地があるかの検討
• 保育士不足を要因とする受入数制限の可能性を確認する

• 需給を長期的な視点（20年等）で推計・検討をする
• 既存施設への影響・持続可能性の検討
• 公立・私立、施設規模、施設種別、運営体制において適切な選択が必要（将来的
な転用・再編の柔軟性）

• 統廃合と新設を組み合わせて検討する
• 保育士不足を要因とする受入数制限の可能性を確認する

地域（中学校区域）の
定員充足率が高い 歳児ごとの定員充足率が高い 公立・私立の割合施設別の定員

充足率の状況

区域を跨いだ
園利用の検討 ➢ 隣接地域利用定員充足率

• 地域（中学校区域）等の境界付近施設での受入調整
✓ 地域内の保育提供区域の境界付近施設での受入検討
✓ 他自治体との境界付近施設での受入検討

施設種別の変更 ➢ 幼稚園の充足状況 • 幼稚園から認定こども園に転換し、保育需要の確保を図る

主要
指標

：ワークシート内で把握する指標 ：自治体で把握している数値（ワークシート内に個別入力は求めていない指標）

0%

80%

100%

2
年
前

1
年
前

計
画
年

1
年
目

2
年
目

3
年
目

4
年
目

5
年
目

6
年
目

7
年
目

8
年
目

9
年
目

10
年
目

70%
80 %
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エ 保育人材の状況 
保育人材に関しては、保育提供体制において安定的なサービス提供・維持において重要な
視点です。量的側面と専門職性の視点から分析することで、地域特性を踏まえた課題整理と
対応の方向性の検討が可能となります。 
まず主要指標の「保育士数」と「子育て支援員数」について自治体全体の数と中学校区及

び施設種別ごとの人数を確認します。また、子育て支援員の他保育業務を支援する「専門職
数や保育補助者数」の状況を可能であれば、自治体全体、中学校区、施設種別別、施設別に
確認します。また、それら人数の推移を、過去・現在・見込み値で把握することにより、安
定的な人材確保の状況を可視化できます。 
地域別、施設類型別、施設別、また公立・私立の別や歳児別など、多角的に保育士や子育
て支援員数の状況を分析することで、特定の地域や施設等で人材確保に課題が生じていない
かを明らかにします。 
待機児童の発生状況や利用定員数、定員充足率とあわせて保育士数、子育て支援員数等を
一緒に分析し、保育士不足が受入人数制限のひとつの要因となっているか、あるいは気にな
る子等の受入増加がひとつの要因となっているか状況把握をします。 
 なお、保育人材の施策の方向性の参考として、Appendix に自治体事例を掲載しています。
分析から短・中長期的な施策の方向性を検討する際の参考にしてください。 
 
地域分析ワークシートの「【自動計算】課題把握分析結果出力」シートの「④保育人材の

状況」に分析時に見るデータがまとめて表示されます。そのデータを見ながら分析を進めま
す。 
 

◼ 使用データ 
データ名称 期間等 出所 備考 
保育士数 
・自治体全体 
・中学校区別 
・施設種別（任
意） 

過去５年の実績値
（独自推計されて
いる場合；10 年
後までの見込値） 

地域分析ワークシ
ート 
シート名称： 
③ 保育人材の
状況 

主要指標 

子育て支援員数 
・自治体全体 
・中学校区別 
・施設種別（任
意） 

過去５年の実績値
（独自推計されて
いる場合；10 年
後までの見込値） 

地域分析ワークシ
ート 
シート名称： 
④ 保育人材の状況 

主要指標 

 
A) 量的側面から要因分析  

➢ 保育士数・子育て支援員数の推移から短・中長期の状況を確認する 
➢ 専門職数、保育補助者数の推移から短・中長期の状況を確認する 
➢ 地域別、施設類型別、施設別（公立・私立の別含む）、歳児別の観点から状況を確
認する 
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B) 待機児童の状況及び保育ニーズと保育サービス提供量の状況と組み合わせて分析  

➢ 利用定員数、定員充足率の地域別、施設類型別、施設別（公立・私立の別含む）を
確認しつつ、保育士数・子育て支援員人数の状況を確認する 

➢ 保育士等の不足を要因とする受入人数制限の可能性を確認する 
➢ 気になる子等の受入による保育士等の不足の可能性を確認する 

 
（参考）その他の観点 
 保育人材においては上記の分析をするとともに、以下のような観点も含めて保育人材の状
況について確認し、短・中長期的な対策を検討するのが望ましいと考えます。 
 令和７年の児童福祉法改正により、人材確保策の強化を図る観点から保育士・保育所支援
センターが法定化され、都道府県にその体制整備に係る義務が課せられるとともに、機能拡
充が図られています。人材確保の実行性を高めるため、当該センターがハローワークや養成
校との連携強化により、潜在保育士や新規資格取得者などの把握や人材確保を行うことも有
効と考えられます。 
➢ 保育人材の安定的な確保状況の把握 
保育士や子育て支援員等の保育人材の将来的な確保の見込みを推測するために採用状況
や応募者数の変化などの確認や、潜在保育士の状況等を把握し、安定的な人材確保がど
の程度見込めるかを把握できると望ましい。 

➢ 保育士の雇用環境等の把握 
 現場でのやりがい・負担感・離職理由など、保育人材の長期的な雇用や就労環境の状況 
を把握し、今後の保育人材確保に向けた対策の方向性を検討することが望ましい。 

 
図表  35 課題把握・分析のイメージ（人材確保） 

 
 

主要
指標

分析方針 併せて確認する指標等 論点・考え方

量的側面から
要因分析

➢ 施設別の保育士数
➢ 施設別の子育て支援員数
➢ 施設別の専門職数（看護師、
栄養士等）、保育補助者数

• 保育士総数の推移から過去・現在・見込み値を確認する
• 保育士充足率の推移を確認する（必要数に対する実際の配置数）
• 地域別、施設類型別、施設規模別、施設別（公立・私立の別含む）、歳児別の
保育士数推移、保育士充足率を確認することで特定の地域、特定の施設類型、特
定の施設規模別、特定の施設や歳児別の状況を確認する

• 保育士１人あたり子どもの数を確認し配置基準に対する現状値や過剰負担の把握

➢ 利用定員数、定員充足率
➢ 待機児童数

専門職数（看護師・栄養士等）
・保育補助者数
（中学校区・施設類型別）

• 地域別、施設類型別、施設規模別、施設別（公立・私立の別含む）の利用定員
数、定員充足率と保育士数・保育士充足率を掛け合わせて確認し、保育士不足を
要因とする受入人数制限の可能性を確認する

• 施設における気になる子等の受入による人材不足の可能性を確認する

加配保育士の数
（中学校区・施設類型別）

待機児童の状況
及び

保育ニーズと保育
サービス提供量の状
況と組み合わせて

分析

保育士数
地域（中学校区・
施設類型）別

子育て支援員数
地域（中学校区・
施設類型）別

：地域分析ワークシート内で把握する指標 ：自治体で把握している数値（地域分析ワークシート内に個別入力は求めていない指標）



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

課題把握・分析シート記載例 
（１） 中規模自治体の例 
（２） 小規模自治体の例 

 
課題把握・分析シートのテンプレート  

  



課
題
把
握
・分

析
シ
ート

記
載
例

（
１
）
中
規
模
自
治
体
の
例

※※
「地

域
分
析
の
手
引
書
」の
地
域
分
類
③
の
自
治
体
な
ど
を
想
定
した

例

◼
自
治
体
の
概
況

•
九
州
地
方
に
あ
る
人
口
約
40
万
人
の
自
治
体

•
5行
政
区
で
構
成
され

る
。中

心
市
街
地
の
A区

と、
B区

の
新
興
住
宅
地
は
子
育
て
世
帯
の
流
入
に
よ
り人

口
が
増
加
して
い
る
。C
区
の
山

間
・農
村
部
で
は
若
年
層
流
出
が
続
き
高
齢
化
が
進
行
して
い
る
。D
区
の
工
業
地
帯
は
単
身
・共
働
き
世
帯
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。E
区
は

駅
周
辺
地
区
の
再
開
発
に
よ
り雇

用
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こと
か
ら、
若
年
層
の
人
口
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。

◼
人
口

20
25
年
：

40
万
人

/ 2
03

0年
：

39
万

30
00
人

/ 2
03

5年
：

38
万

80
00
人

◼
 0
～
5歳

児
人
口

20
25
年
：

21
,5

00
人

/ 2
03

0年
：

18
,9

00
人

/ 2
03

5年
：

16
,9

00
人

◼
保
育
提
供
区
域
・中

学
校
区
：
5つ
（
24
中
学
校
区
）

•
A区

（
7中

学
校
区
：

A-
1～

A-
7）

•
B区

（
5中

学
校
区
：

B-
1～

B-
5）

•
C区

（
3中

学
校
区
：

C-
1～

C-
3）

•
D区

（
4中

学
校
区
：

D-
1～

D-
4）

•
E区

（
5中

学
校
区
：

E-
1～

E-
5）

◼
保
育
に
関
連
す
る
状
況

•
保
育
施
設
数
：

26
1施

設
（
公
立
：

20
施
設
、私

立
24

1施
設
）

✓
A区

公
立

10
施
設
、私

立
59
施
設

✓
B区

公
立

0施
設
、私

立
48
施
設

✓
C区

公
立

7施
設
、私

立
34
施
設

✓
D区

公
立

3施
設
、私

立
45
施
設

✓
E 
区

公
立

0施
設
、私

立
55
施
設

•
保
育
ニ
ーズ
：
共
働
き
世
帯
の
増
加
に
よ
り、
フル

タ
イム
比
率
は
年
々
上
昇
す
る
見
込
み
で
あ
り、
保
育
ニ
ーズ
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
。

•
自
治
体
の
保
育
施
策
：
駅
周
辺
や
新
興
住
宅
地
の
開
発
に
よ
り単

身
世
帯
や
子
育
て
世
帯
が
増
加
し、
将
来
的
な
保
育
ニ
ーズ
は
微
増
す

る
と見

込
ま
れ
て
い
る
。



課
題
把
握
・分
析
（
記
載
例
）
地
域
の
状
況

主
要
指
標

こど
も
の
数

（
0～

5歳
）

現
状
・将
来
推
計

女
性
の
就
業
率

（
25
～
44
歳
）

現
状
・課
題
整
理

◼
開
発
等
に
つ
い
て
記
載

•
A地

区
で
は
、2
年
後
に
大
型
マ
ン
シ
ョン
の
開
発
が
あ
り、
子
育
て
世
帯
、こ
ども
の
数
の
増
加
が
見

こま
れ
る
。短

期
的
な
保
育
需
要
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
も
の
の
、中

長
期
的
な
保
育
需
要
は
落

ち
着
く見

通
しで

あ
る
。

◼
山
間
地
域
・ア
ク
セ
ス
等
に
つ
い
て
記
載

•
E地

区
は
、山

間
地
域
で
あ
り、
保
育
施
設
が
偏
在
して
い
る
。

•
施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
手
段
とし
て
車
移
動
で
あ
る

◼
保
育
施
設
の
公
立
・私
立
の
割
合
状
況
に
つ
い
て
記
載

•
A～

D地
区
は
公
立

1割
、私

立
9割

。E
地
区
は
公
立

2割
、私

立
8割

。
◼
こど
も
の
状
況
に
つ
い
て
記
載

•
医
療
的
ケ
ア
児
、障

害
児
の
入
園
希
望
が
直
近

5年
間
で

5％
程
度
増
加
傾
向
に
あ
る
。

◼
自
治
体
の
独
自
施
策
に
つ
い
て
記
載

•
保
育
料
の
無
償
化
施
策
に
よ
り、
保
育
ニ
ーズ
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
。

•
こど
も
子
育
て
施
策
や
移
住
施
策
が
重
点
施
策
で
子
育
て
世
帯
が
増
加
の
見
込
み
。

◼
25
～
44
歳
女
性
の
就
業
率
の
見
込
み
に
つ
い
て
記
載

•
5年

間
で

1.
3％

増
加
して
お
り、
今
後
も
同
様
の
傾
向
が
見
込
ま
れ
る
。

•
女
性
の
就
業
率
（

25
～

44
歳
）
は
、2

02
5年

か
ら2

03
5年

ま
で
右
肩
上
が
りを
想
定
。

地
域
特
性

◼
０
～
５
歳
児
の
人
口
：
短
・中
長
期
的
な
見
通
しに
つ
い
て
記
載

•
0～

5歳
児
の
人
口
は
、2

02
5年

に
ピー
ク
を
迎
え
、中

長
期
的
に
緩
や
か
に

0～
5歳

人
口
が
減
少

す
る
こと
が
予
想
され

る
。

◼
歳
児
別
の
人
口
：
短
・中
長
期
的
な
見
通
しに
つ
い
て
記
載

•
0歳

児
は

20
25
年
を
ピー
ク
に
緩
や
か
な
横
ば
い
、1
・2
歳
児
は

20
33
年
を
ピー
ク
に
減
少
見
込
み
。

◼
保
育
提
供
区
域
別
の
0～
5歳
児
人
口
：
短
・中
長
期
的
な
見
通
しに
つ
い
て
記
載

•
A～

C地
区
は
短
・中

長
期
的
に
増
加
傾
向
、D
・E
地
区
は
横
ば
い
。

•
E地

区
は

0～
5歳

人
口
の
減
少
が
著
しい

。

家
族
類
型
別
世
帯

数
世
帯
状
況

◼
世
帯
類
型
別
世
帯
数
・世
帯
状
況
の
見
込
み
に
つ
い
て
記
載

•
夫
婦
と子

供
か
らな

る
世
帯
、父

子
世
帯
、母

子
世
帯
、三

世
代
世
帯
、単

独
世
帯
の
割
合
に
お

い
て
、夫

婦
と子

供
か
らな

る
世
帯
が

20
20
年
か
ら2

03
5年

ま
で
右
肩
上
が
りを
想
定
。

分
析
（
地
区
及
び
短
・中
長
期
的
な
観
点
）

•
開
発
が
進
む

A区
で
は
、こ
ども
の
増
加
に
対
応

す
る
た
め
、短

期
的
に
既
存
施
設
の
定
員
拡
充

や
一
時
的
な
受
け
皿
（
小
規
模
保
育
・認

可
外

活
用
等
）
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

•
短
期
的
に
は
現
状
維
持
だ
が
、中

長
期
的
な
観

点
か
ら、
持
続
可
能
な
保
育
提
供
体
制
を
考
え

る
と、
運
営
形
態
の
多
様
化
や
各
地
域
で
の
公

立
・私
立
の
役
割
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

•
医
療
的
ケ
ア
児
、障

害
児
の
入
園
希
望
が
増
加

して
い
る
た
め
、短

期
的
に
受
け
入
れ
体
制
の
現

状
把
握
と、
必
要
な
人
材
・設

備
の
調
整
を
行
う

必
要
が
あ
る
。

•
今
後

0歳
か
ら5
歳
児
の
人
口
は
横
ば
い
か
ら中

長
期
的
に
人
口
が
減
少
す
る
と推

計
され

る
中
で
、

女
性
の
就
業
率
の
上
昇
等
、全

体
的
に
は
保
育

需
要
は
高
ま
る
こと
が
予
想
され

る
。

•
1歳

児
の
保
育
ニ
ーズ
は
短
・中

長
期
的
に
は
継

続
して
拡
大
が
予
想
され

る
。

•
一
方
で
、0
歳
児
の
保
育
ニ
ーズ
は
現
時
点
か
ら

減
少
が
見
込
ま
れ
る
。

•
A～

C地
区
は
短
・中

期
的
に
１
歳
児
の
入
所

希
望
が
多
く、
対
応
策
の
検
討
が
必
須
。

•
DE
地
区
は
い
ず
れ
の
年
齢
に
お
い
て
も
緩
や
か
な

減
少
傾
向
で
あ
り、
今
後
保
育
ニ
ーズ
も
減
少
が

想
定
され

る
た
め
中
長
期
的
に
保
育
ニ
ーズ
の
提

供
体
制
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

地
域
分
析
ワ
ーク
シ
ート
【自

動
計
算
】課

題
把
握
分
析
結
果
出
力

①
地
域
の
状
況
を
確
認
して
作
成
して
くだ
さい



◼
待
機
児
童
数
：
短
中
期
的
な
見
通
し、
保
育
提
供
区
域
に
つ
い
て
記
載

•
待
機
児
童
数
は
現
在
25
人
。人

口
推
計
に
よ
る
と、
3年

後
ピー
ク
を
迎
え
る
見
込
み
で
あ
る
。そ
の
後
は
減
少
に
転
じる

も
の
の
、待

機
児
童
は
継
続
して
発
生
す
る

•
A、
B地

区
に
待
機
児
童
が
お
り、
１
歳
児
が
20
人
、２

歳
児
が
5人

で
あ
る
。

•
特
に
、中

学
校
区
A-
1・
中
学
校
区
B-
3に
お
い
て
待
機
児
童
が
継
続
的
に
発
生
して
お
り、
新
興
住
宅
の
開
発
等
の
影
響
に
よ
り3
年
後
を
ピー
ク
とし
て
増
加
す
る
見

通
しで

あ
る
。

◼
対
応
策
案
の
検
討
に
つ
い
て
記
載

•
A、
B地

区
に
お
け
る
「定

員
調
整
の
実
施
」を
実
施
す
る
。

•
5~
10
年
後
以
降
の
待
機
児
童
数
を
念
頭
に
「施

設
新
設
の
検
討
」、
「区

域
を
跨
い
だ
園
利
用
の
検
討
」等

の
対
策
を
検
討
す
る
。

•
「施

設
新
設
検
討
」は
、5
年
目
以
降
の
保
育
サ
ービ
ス
提
供
量
が
過
剰
に
な
る
こと
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、小

規
模
事
業
所
や
家
庭
的
保
育
な
ど、
弾
力
的
な
運
用

で
検
討
す
る
。ま
た
、既

存
施
設
の
老
朽
化
、人

員
体
制
を
考
慮
し再

編
も
含
め
た
整
備
等
も
含
め
た
方
向
性
を
検
討
す
る
。

短
・中
・長
期
的
な
観
点
の
施
策
の
方
向
性

20
25

25
25

30
35

30
25

20
15

10
10

10

010203040

2 年 前

1 年 前

計 画 年

1 年 目

2 年 目

3 年 目

4 年 目

5 年 目

6 年 目

7 年 目

8 年 目

9 年 目

10 年 目

※
待
機
児
童
の
発
生
＝
利
用
定
員
充
足
率
10

0%
超
とは

限
らな

い
た
め
、注

意
が
必
要

課
題
把
握
・分
析
（
記
載
例
）
待
機
児
童
の
状
況

待
機
児
童
の
状
況

➢
待
機
児
童
の
状
況
は
発
生
の
ピー
ク
時
期
の
見
込
み
に
よ
って
、「
短
期
的
」

「中
期
的
」「
長
期
的
」の

3パ
タ
ーン
に
分
類
され

ま
す
。

➢
A市

に
お
い
て
は
、3
～
5年

後
に
ピー
ク
を
迎
え
、そ
の
後
減
少
を
迎
え
る
見
込

み
とな

って
い
る
た
め
、「
中
期
的
」と
して
分
類
して
い
ま
す
。

待
機
児
童
の
状
況
：
中
期
的
に
待
機
児
童
が
発
生
す
る

※
グ
ラフ
作
成
等
の
可
視
化
は
必
要
に
応
じて
実
施
して
くだ
さい

地
域
分
析
ワ
ーク
シ
ート
【自

動
計
算
】課

題
把
握
分
析
結
果
出
力

②
待
機
児
童
の
状
況
を
確
認
して
作
成
して
くだ
さい



課
題
把
握
・分

析
（
記
載
例
）
保
育
ニ
ーズ
×保

育
ニ
ーズ

提
供
量
の
状
況

定
員
充
足
率

中
学
校
区
域

定
員
充
足
率

歳
児
別

公
立
・民

間
の
割
合

定
員
充
足
率

施
設
別

分
析
視
点

現
状
・課

題
整
理

短
・中

長
期
的
な
観
点
の
施
策
の
方
向
性

•
新
興
住
宅
の
開
発
に
よ
り中

学
校
区

B-
1・

B-
2の
定
員
充
足
率
は

89
%
とな

って
い
る
。開

発
は
今
後
も
続
き
、2

03
0年

ま
で
は

80
%
を
超
え
る
定
員
充
足
率
を
維
持
す
る
見
通
し。

•
一
方
、中

学
校
区

C-
2は
人
口
流
出
の
影
響
を
受
け
、2

02
5年

時
点
の
定
員
充
足
率
は

72
%
で
あ
り、

20
30
年
ま
で
に

65
%
を
下
回
る
見
込
み
で
あ
る
。

•
再
開
発
が
進
む

E地
区
の
中
学
校
区

E-
3は
、2

02
5年

時
点
の
定
員
充
足
率
は

73
%
で
あ
る

も
の
の
、今

後
の
人
口
や
保
育
ニ
ーズ
の
増
加
が
見
込
ま
れ
て
お
り、

20
30
年
に
は

85
%
を
超

え
る
見
通
しで
あ
る
。

•
0歳

児
は

20
25
年

78
％
、そ
の
後
横
ば
い
傾
向
。出

生
数
減
少
に
よ
り2

03
0年

以
降
は

75
％
ま
で
低
下
す
る
見
込
み
。

•
1歳

児
は
現
在

70
％
と低

く、
今
後
も
入
所
希
望
の
減
少
で
充
足
率
は
上
が
らず

、2
歳
児
も

同
様
に

72
％
前
後
で
推
移
。3
～

5歳
児
は
現
在

80
％
前
後
。

•
全
体
的
な
保
育
ニ
ーズ
減
少
に
伴
い
中
長
期
的
に

75
％
ま
で
下
が
る
可
能
性
が
あ
る
。特

に
C地

区
の

1・
2歳

児
で
の
定
員
割
れ
が
目
立
ち
、年

齢
構
成
の
変
化
が
充
足
率
に
影
響
が
あ

る
と思

わ
れ
る
。今

後
は
歳
児
ご
との

保
育
ニ
ーズ
の
動
向
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

•
A地

区
の
公
立
園
は
短
期
的
に

75
％
と比

較
的
高
い
も
の
の
、2

02
8年

以
降
は

70
％
を
下

回
る
見
通
し。

•
C地

区
の
私
立
園
は
現
在

55
％
と低

く、
今
後
も
人
口
流
出
で
さら
に
低
下
が
予
想
され

る
。

•
D地

区
の
公
立
園
は

60
％
台
で
推
移
して
お
り、
地
域
全
体
の
利
用
者
減
も
影
響
して
い
る
。

E地
区
の
私
立
園
は

50
％
台
と著

しく
低
く、
維
持
が
困
難
な
状
況
。

•
施
設
ご
とに
充
足
率
の
地
域
差
が
大
き
く、
特
に
私
立
園
で
の
定
員
割
れ
が
み
られ

る
。

•
自
治
体
全
体
で
公
立
園
は

25
％
、私

立
園
は

75
％
を
占
め
る
。公

立
施
設
は

A・
C地

区
に

集
中
し、

B・
E地

区
は
私
立
の
み
で
運
営
され

て
い
る
。公

立
園
は
中
長
期
的
に
も
一
定
の
利

用
が
見
込
ま
れ
る
一
方
、私

立
園
で
は
利
用
者
減
少
が
見
られ

る
園
が
あ
る
。特

に
E地

区
の

私
立
園
で
は
定
員
割
れ
が
続
き
、将

来
的
な
運
営
継
続
が
課
題
。

•
公
立
・私
立
とも
に
定
員
充
足
率
の
低
下
傾
向
が
続
い
て
お
り、
地
域
に
よ
る
施
設
バ
ラン
ス
の

見
直
しも
必
要
。今

後
は
公
立
・私
立
園
の
役
割
見
直
しも
必
要
と考

え
る
。

◼
人
口
減
少
・保
育
ニ
ーズ
の
変
化
に
よ
り、
中
学

校
区
ご
との

定
員
充
足
率
に
地
域
差
が
生
じて

い
る
状
況
で
あ
る
。人

口
減
少
が
急
激
に
進
む
中

学
校
が
あ
る
一
方
、再

開
発
等
に
よ
り上

昇
が

見
込
ま
れ
る
中
学
校
区
も
存
在
す
る
。短

期
的

に
は
現
場
の
実
情
に
即
した
柔
軟
な
定
員
調
整

や
施
設
規
模
見
直
しで
対
応
しつ
つ
、中

長
期

的
に
は
、施

設
種
別
の
変
更
、統

廃
合
の
施
策

を
組
み
合
わ
せ
、持

続
可
能
な
保
育
提
供
体
制

を
目
指
す
。

◆
短
期
（
1～

2年
程
度
）

•
定
員
調
整
の
実
施
・施
設
規
模
の
縮
小

園
へ
の
ア
ク
セ
ス
や
移
動
時
間
も
考
慮
し、
地
域
バ

ラン
ス
に
配
慮
した
調
整
を
行
う。

•
保
育
士
不
足
の
対
応
・受
入
数
制
限
の
見
直
し

保
育
士
不
足
を
要
因
とし
た
受
入
数
制
限
の
実
態

を
把
握
し、
必
要
な
運
営
支
援
を
明
確
化
す
る
。

◆
中
期
（
3～

5年
程
度
）

•
施
設
種
別
の
変
更

定
員
充
足
率
や
地
域
ニ
ーズ
を
踏
ま
え
て
、既

存
施

設
の
小
規
模
保
育
や
家
庭
的
保
育
事
業
へ
の
転

換
の
準
備
、検

討
を
進
め
る
。

◆
長
期
（
5～
10
年
程
度
）

•
施
設
の
統
廃
合
の
検
討

人
口
・保
育
ニ
ーズ
の
長
期
的
な
減
少
を
見
据
え
、

老
朽
化
施
設
や
定
員
割
れ
が
続
く施

設
の
統
廃
合

を
計
画
的
に
進
め
る
。統

廃
合
に
伴
うア
ク
セ
ス
・送

迎
課
題
に
も
配
慮
し、
地
域
全
体
の
保
育
機
能
の

維
持
を
図
る
。

地
域
分
析
ワ
ーク
シ
ート
【自
動
計
算
】課
題
把
握
分
析
結
果
出
力

③
保
育
ニ
ーズ

×保
育
ニ
ーズ
提
供
量
の
状
況
を
確
認
して
作
成
して
くだ
さい



分
析
方
針

現
状
・課
題
整
理

量
的
側
面
か
ら

要
因
分
析

◼
保
育
士
数
・子
育
て
支
援
員
数
の
推
移
か
ら
短
中
長
期
の
状
況
を
確
認
す
る

•
過
去
５
年
の
実
績
で
は
市
全
体
で
保
育
士
数
は
微
増
傾
向
だ
が
、今

後
中
長
期
的
に
は

人
材
確
保
が
難
しく
な
る
見
込
み
。

•
B地

区
で
は
減
少
が
続
い
て
い
る
。中

心
部

A,
C,

D地
区
は
横
ば
い
～
微
増
。

◼
専
門
職
数
、保

育
補
助
者
数
の
推
移
か
ら
短
中
長
期
の
状
況
を
確
認
す
る

•
専
門
職
は
これ

ま
で
の
傾
向
か
ら、
短
中
長
期
的
に
人
材
確
保
が
難
しく
な
る
見
込
み
。保

育
補
助
者
は
、地

区
ご
とに
ば
らつ

き
が
あ
る
。特

に
A,
Ｃ
地
区
の
不
足
が
顕
著
で
あ
る
。

◼
地
域
別
、施

設
類
型
別
、施

設
別
（
公
立
・民
間
の
別
含
む
）
、歳

児
別
の
観
点
か
ら
状

況
を
確
認
す
る

•
A地

区
は
公
立
・私

立
とも
に
保
育
士
配
置
が
比
較
的
充
実
して
い
る
。B
～

D地
区
は
私

立
園
の
保
育
士
不
足
が
顕
著
。歳

児
別
で
は

0～
2歳

児
の
保
育
士
配
置
が
全
体
的
に
不

足
傾
向
で
あ
り、
短
中
長
期
的
に
この
傾
向
が
続
く見

込
み
。

◼
利
用
定
員
数
、定

員
充
足
率
の
地
域
別
、施

設
類
型
別
、施

設
別
（
公
立
・民
間
の
別
含

む
）
を
確
認
しつ
つ
、保

育
士
数
・子
育
て
支
援
人
数
の
状
況
を
確
認
す
る

•
A・
B地

区
は
待
機
児
童
が
毎
年
発
生
して
い
る
、施

設
別
定
員
充
足
率
は
80
％
を
超
え
る

が
保
育
士
不
足
に
よ
る
受
入
制
限
が
一
部
で
発
生
。C
地
区
は
定
員
充
足
率
が
低
下
す
る

傾
向
に
あ
る
。

◼
保
育
士
等
の
不
足
を
要
因
と
す
る
受
入
人
数
制
限
の
可
能
性
、気

に
な
る
子
や
障
が
い
児

対
応
、時

短
勤
務
増
加
な
ど
現
場
の
「実
質
的
な
人
手
不
足
」の
要
因
や
範
囲
を
確
認
す
る
。

•
保
育
士
等
の
不
足
を
要
因
とす

る
受
入
人
数
制
限
は

A、
D地

区
の
一
部
私
立
園
で
発
生
。

気
に
な
る
子
や
障
が
い
児
の
受
入
増
加
に
よ
り、
現
場
で
は
配
置
基
準
以
上
の
人
員
確
保

が
求
め
られ

て
い
る
が
、対

応
困
難
な
事
例
も
発
生
して
い
る
。

待
機
児
童
の
状
況

及
び

保
育
ニ
ーズ
と
保
育

ニ
ーズ
提
供
量
の
状

況
と組

み
合
わ
せ
て

分
析

課
題
把
握
・分
析
（
記
載
例
）
保
育
人
材
の
状
況

短
・中
長
期
的
な
観
点
の
施
策
の
方
向
性

◼
短
期
は
「人

材
確
保
と現

場
支
援
」、
中
期
は

「新
規
人
材
の
呼
び
込
み
と業

務
効
率
化
」、
長

期
は
「人

口
・保

育
ニ
ーズ
変
化
を
見
据
え
た
体

制
の
再
構
築
」の
検
討
が
必
要
。

◆
短
期
（
1～

2年
程
度
）

•
既
存
保
育
士
の
離
職
防
止
・負

担
軽
減
策

負
担
の
大
き
い
園
や
施
設
へ
の
子
育
て
支
援
員
、

保
育
補
助
者
、専

門
職
の
配
置
支
援
等
の
現
場
の

実
質
的
な
人
手
不
足
を
支
援
。

•
潜
在
保
育
士
の
復
職
促
進
・支

援
強
化

潜
在
保
育
士
へ
の
復
職
支
援
研
修
、相

談
窓
口
や

マ
ッチ
ン
グ
イベ

ン
トの

開
催
、就

労
環
境
（
時
短
勤

務
や
ブ
ラン
ク
対
応
）
な
どの

施
策
で
人
材
プ
ール
確

保
。保

育
士
・保

育
所
支
援
セ
ン
タ
ーを
通
じた

人
材
確
保
策
の
具
体
的
な
活
用
の
検
討
。

◆
中
期
（
3～

5年
程
度
）

•
新
規
保
育
士
確
保
に
向
け
た
魅
力
発
信
・採

用
活
動
強
化
の
支
援

◆
長
期
（
5～

10
年
程
度
）

•
持
続
可
能
な
保
育
提
供
体
制
の
再
構
築

中
学
校
区
ご
との

人
口
動
態
や
ニ
ーズ
変
化
を
踏
ま

え
、施

設
の
再
編
や
統
廃
合
等
を
踏
ま
え
、将

来
を

見
据
え
た
子
育
て
支
援
員
、保

育
補
助
者
の
育
成

を
含
め
た
保
育
人
材
の
確
保
策
を
検
討
す
る
。

そ
の
他
事
項

◼
保
育
人
材
の
安
定
的
な
確
保
状
況
の
把
握

•
採
用
募
集
へ
の
応
募
者
数
は
全
市
的
に
減
少
傾
向
、潜

在
保
育
士
の
活
用
や
支
援
セ
ン

タ
ーの
連
携
が
課
題
。今

後
も
安
定
的
な
保
育
人
材
確
保
が
難
しい

状
況
が
続
く見

込
み
。

◼
保
育
士
の
雇
用
環
境
等
の
把
握

•
保
育
士
の
離
職
理
由
とし
て
負
担
感
や
給
与
水
準
が
多
く挙

げ
られ

て
お
り、
や
りが

い
を
感
じ

る
環
境
整
備
や
職
場
支
援
策
の
強
化
が
今
後
の
人
材
確
保
対
策
とし
て
重
要
とな

る
。

地
域
分
析
ワ
ーク
シ
ート
【自

動
計
算
】課

題
把
握
分
析
結
果
出
力

④
保
育
人
材
の
状
況
を
確
認
して
作
成
して
くだ
さい



課
題
把
握
・分
析
（
記
載
例
）
短
中
長
期
的
な
保
育
提
供
体
制
に
係
る
現
状
・課
題
と
対
応
策
案
ま
と
め

本
市
の
状
況
と
課
題
ま
と
め

•
本
市
で
は
、0
～
5歳

児
の
人
口
が
今
後
横
ば
い
か
ら中

長
期
的
に
減
少
す
る
一
方
、女

性
の
就
業
率
上
昇
や
1歳

児
の
保
育
ニ
ーズ
拡
大
に
よ
り、
全
体
とし
て
保
育
需

要
は
高
ま
る
傾
向
で
あ
る
。

•
A～

C
地
区
で
は
短
中
期
的
に
1歳

児
の
入
所
希
望
が
多
く、
受
け
皿
確
保
が
喫
緊
の
課
題
とな

って
い
る
。D
・E
地
区
は
全
体
的
に
ゆ
る
や
か
な
減
少
傾
向
が
続
き
、将

来
的
な
保
育
提
供
体
制
の
在
り方

を
考
え
て
い
く必

要
が
あ
る
。新

興
住
宅
地
の
開
発
が
進
む
中
学
校
区
B-
1・
B-
2の
定
員
充
足
率
は
20
30
年
ま
で
80
%
以
上
を
維

持
す
る
一
方
、人

口
流
出
が
進
む
C
-2
は
20
30
年
に
は
65
%
と未

満
とな

る
こと
や
、中

学
校
区
E-
3周

辺
の
駅
前
再
開
発
に
よ
り定

員
充
足
率
は
上
昇
す
る
見
込
み
と

な
って
お
り、
中
学
校
区
別
の
定
員
充
足
率
の
地
域
差
が
さら
に
生
じる
想
定
で
あ
る
。

•
A区

で
は
開
発
の
影
響
で
短
期
的
な
こど
も
数
の
増
加
も
見
込
ま
れ
、既

存
施
設
の
定
員
拡
充
や
一
時
的
な
受
け
皿
整
備
が
必
要
。一

方
で
、医

療
的
ケ
ア
児
や
障
害

児
の
入
園
希
望
が
増
加
して
お
り、
受
け
入
れ
体
制
の
強
化
や
専
門
人
材
の
確
保
も
重
要
課
題
とな

って
い
る
。

•
待
機
児
童
数
は
短
中
期
的
に
増
加
し、
ピー
ク
後
も
一
定
数
発
生
が
見
込
ま
れ
る
が
、特

定
園
利
用
希
望
が
多
い
こと
も
背
景
に
あ
る
。特

に
中
学
校
区
A-
1、
中
学
校

区
B-
3で
は
継
続
的
に
待
機
児
童
が
発
生
して
お
り、
今
後
の
開
発
等
の
影
響
に
よ
って
3年

後
を
目
途
に
最
多
とな

る
見
込
み
で
あ
る
。

•
人
口
減
少
や
保
育
ニ
ーズ
の
地
域
差
に
よ
り、
複
数
区
域
・施
設
に
お
い
て
で
定
員
割
れ
や
安
定
的
な
運
営
継
続
が
課
題
とな

って
き
て
い
る
。

•
保
育
士
不
足
や
保
育
人
材
の
定
着
も
喫
緊
の
テ
ーマ
で
あ
り、
短
期
的
な
現
場
支
援
とと
も
に
、中

長
期
的
に
は
新
規
人
材
確
保
や
業
務
効
率
化
策
も
必
要
で
あ
る
。

•
加
え
て
、施

設
の
老
朽
化
や
将
来
的
な
人
口
減
少
を
見
越
した
再
編
・統
廃
合
の
検
討
も
将
来
を
見
据
え
て
検
討
を
始
め
る
必
要
が
あ
る
。全

体
とし
て
、地

域
ご
との

人
口
動
態
や
保
育
ニ
ーズ
の
変
化
を
踏
ま
え
た
、柔

軟
か
つ
持
続
可
能
な
保
育
提
供
体
制
の
再
構
築
を
検
討
す
る
段
階
に
あ
る
。

短
中
長
期
的
な
対
応
策

•
A～

C
地
区
に
お
け
る
1歳

児
の
入
所
希
望
増
加
に
対
応
し、
待
機
児
童
の
早
期
解
消
を
最
優
先
課
題
とす
る
。既

存
施
設
の
定
員
拡
充
や
、小

規
模
保
育
事

業
の
活
用
を
進
め
、地

域
バ
ラン
ス
を
考
慮
した
定
員
調
整
を
実
施
す
る
。

•
医
療
的
ケ
ア
児
や
障
害
児
の
入
園
希
望
の
増
加
に
も
対
応
す
る
た
め
、国

の
補
助
事
業
の
活
用
を
通
じた
受
け
入
れ
体
制
や
専
門
人
材
の
確
保
・配
置
を
強
化

す
る
。あ
わ
せ
て
、保

育
士
不
足
や
人
材
の
定
着
を
図
る
た
め
、離

職
防
止
や
潜
在
保
育
士
の
復
職
支
援
な
ど現

場
支
援
も
強
化
が
必
要
。

•
現
場
の
声
を
反
映
した
業
務
改
善
や
負
担
軽
減
策
も
検
討
し、
これ

らの
取
り組

み
を
通
じて
、地

域
の
実
情
に
応
じた
柔
軟
な
運
営
と安

定
的
な
保
育
提
供
体

制
の
確
立
に
向
け
、有

識
者
検
討
会
を
設
置
す
る
。

短 期 中 期 長 期

•
地
域
ごと
の
人
口
動
態
や
保
育
ニ
ーズ
の
推
移
と変

化
を
分
析
し、
A～

C
地
区
で
は
認
定
こど
も
園
や
小
規
模
保
育
事
業
へ
の
転
換
・新
設
、D
・E
地
区
で
は
施

設
規
模
の
縮
小
や
運
営
形
態
の
見
直
しを
進
め
る
。

•
市
全
体
の
保
育
提
供
体
制
の
在
り方

に
つ
い
て
公
立
・私
立
の
役
割
分
担
の
見
直
しや

公
私
連
携
型
も
視
野
に
入
れ
、施

設
形
態
の
在
り方

を
検
討
す
る

•
保
育
士
確
保
に
向
け
た
魅
力
発
信
や
採
用
活
動
支
援
を
充
実
させ
、ま
た
、働

き
や
す
い
環
境
づ
くり
と業

務
効
率
化
の
推
進
策
を
検
討
す
る
。

•
医
療
的
ケ
ア
児
・障
害
児
支
援
の
体
制
整
備
も
進
め
、全

体
とし
て
地
域
ニ
ーズ
に
応
じた
持
続
可
能
な
保
育
提
供
体
制
の
構
築
を
目
指
す
。

•
人
口
減
少
や
保
育
ニ
ーズ
の
長
期
的
な
変
化
を
見
据
え
、定

員
割
れ
や
老
朽
化
が
進
む
施
設
の
再
編
・統
廃
合
の
可
能
性
も
含
め
た
計
画
の
検
討
を
行
い
、次

期
子
ども
・子
育
て
支
援
事
業
計
画
に
盛
り込

む
。

•
区
域
を
跨
い
だ
園
利
用
が
可
能
とな

る
よ
う、
送
迎
バ
ス
事
業
の
実
施
を
検
討
す
る
。

•
将
来
を
見
据
え
て
保
育
士
を
支
え
る
子
育
て
支
援
員
・保
育
補
助
者
等
の
計
画
的
な
人
材
育
成
や
確
保
を
目
指
し、
保
育
人
材
の
安
定
的
な
確
保
を
目
指
す
。

住
民
や
関
係
機
関
と連

携
しつ
つ
、持

続
可
能
な
保
育
提
供
体
制
の
実
現
に
向
け
た
取
り組

み
を
進
め
る
。



短 期 的 中 期 的

◼
待
機
児
童
数
：
短
期
的
な
見
通
し、
保
育
提
供
区
域
に
つ
い
て
記
載

•
待
機
児
童
数
は
現
在
10
人
。2
年
後
に
ピー
ク
を
迎
え
る
見
込
み
。今

後
は
減
少
に
転
じ、
3年

後
に
は
解

消
す
る
見
込
み

•
A、
B地

区
に
待
機
児
童
が
お
り、
1歳

児
が
８
人
、2
歳
児
が
２
人
。

◼
対
応
策
案
の
検
討
に
つ
い
て
記
載

•
A・
B地

区
に
お
け
る
「定

員
調
整
の
実
施
」を
実
施
す
る
。

•
併
せ
て
「区

域
を
跨
い
だ
園
利
用
の
検
討
」の
必
要
性
を
検
討
し、
対
策
を
早
急
に
検
討
す
る
。

◼
待
機
児
童
数
：
短
中
期
的
な
見
通
し、
保
育
提
供
区
域
に
つ
い
て
記
載

•
待
機
児
童
数
は
現
在
25
人
。3
～
5年

後
に
ピー
ク
を
迎
え
る
見
込
み
。そ
の
後
減
少
に
転
じる
が
、一

定
発
生
す
る
見
込
み
。

•
A・
B地

区
に
待
機
児
童
が
お
り、
１
歳
児
が
20
人
、２

歳
児
が
５
人
。

◼
対
応
策
案
の
検
討
に
つ
い
て
記
載

•
A・
B地

区
に
お
け
る
「定

員
調
整
の
実
施
」を
実
施
す
る
。

•
5~
10
年
後
以
降
の
待
機
児
童
数
を
念
頭
に
「施

設
新
設
の
検
討
」、
「区

域
を
跨
い
だ
園
利
用
の
検
討
」

等
の
対
策
を
検
討
す
る
。

•
「施

設
新
設
検
討
」は
、5
年
目
以
降
の
保
育
サ
ービ
ス
提
供
量
が
過
剰
に
な
る
こと
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、

小
規
模
事
業
所
や
家
庭
的
保
育
な
ど、
弾
力
的
な
運
用
で
検
討
す
る
。ま
た
、既

存
施
設
の
老
朽
化
、

人
員
体
制
を
考
慮
し再

編
も
含
め
た
整
備
等
も
含
め
た
方
向
性
を
検
討
す
る
。

人
数
×施

設
数
の
分
析
と
課
題
か
ら
施
策
案
の
検
討

10
10

10
8

5

051015

2 年 前

1 年 前

計 画 年

1 年 目

2 年 目

3 年 目

4 年 目

5 年 目

6 年 目

7 年 目

8 年 目

9 年 目

10 年 目

0
0

0
0

0
0

0
0

20
25

25
25

30
35

30
25

20
15

10
10

10

010203040

2 年 前

1 年 前

計 画 年

1 年 目

2 年 目

3 年 目

4 年 目

5 年 目

6 年 目

7 年 目

8 年 目

9 年 目

10 年 目

※
待
機
児
童
の
発
生
＝
利
用
定
員
充
足
率
10

0%
超
とは

限
らな

い
た
め
、注

意
が
必
要

長 期 的

◼
待
機
児
童
数
：
短
中
長
期
的
な
見
通
し、
保
育
提
供
区
域
に
つ
い
て
記
載

•
待
機
児
童
数
は
現
在
０
人
。5
年
後
以
降
に
一
定
発
生
す
る
見
込
み
。

◼
対
応
策
案
の
検
討
に
つ
い
て
記
載

•
5~
10
年
後
以
降
の
待
機
児
童
数
を
念
頭
に
「施

設
新
設
の
検
討
」、
「区

域
を
跨
い
だ
園
利
用
の
検
討
」

等
の
対
策
を
検
討
す
る
。

•
保
育
人
材
の
不
足
に
よ
る
利
用
定
員
の
縮
小
や
閉
園
の
影
響
な
ど、
考
え
られ

る
要
因
を
分
析
し方

向
性

を
検
討
す
る
。

10

25
20

20
20

20

0102030

2 年 前

1 年 前

計 画 年

1 年 目

2 年 目

3 年 目

4 年 目

5 年 目

6 年 目

7 年 目

8 年 目

9 年 目

10 年 目

0
0

0
0

0
0

0

待
機
児
童
の
状
況

➢
待
機
児
童
の
状
況
は
発
生
の
ピー
ク
時
期
の
見
込
み
に
よ
って
、「
短
期
的
」「
中
期
的
」「
長
期
的
」の

3パ
タ
ーン
に
分
類
され

ま
す
。

➢
待
機
児
童
が
現
在
発
生
して
い
る
自
治
体
に
お
い
て
は
、待

機
児
童
の
ピー
ク
時
期
を
見
通
し、
以
下
の
分
類
を
ご参

考
くだ
さい

。
（
記
載
例
①
の
自
治
体
は
、「
中
長
期
的
」の
パ
タ
ーン
で
記
載
して
い
ま
す
。）

【参
考
】

課
題
把
握
・分

析
（
記
載
例
）
待
機
児
童
の
状
況
３
パ
タ
ーン



課
題
把
握
・分

析
シ
ート

記
載
例

（
２
）
小
規
模
人
口
数
の
自
治
体
の
例

※※
「地

域
分
析
の
手
引
書
」の
地
域
分
類
②
の
自
治
体
を
想
定
した

例

◼
自
治
体
の
概
況

•
東
北
地
方
の
に
あ
る
人
口
約

3万
人
の
都
市

•
市
街
地
の

A地
区
と山

間
部
の

B地
区
が
あ
る
。A
地
区
は
市
の
中
心
部
で
あ
る
た
め
、人

口
の
減
少
幅
は
緩
や
か
で
あ
る
一
方
、山

間
部
に

位
置
す
る

B地
区
は
若
年
層
の
人
口
流
出
が
大
き
く、
人
口
減
少
や
少
子
化
が
加
速
して
い
る

•
駅
周
辺
の
開
発
等
は
見
込
ま
れ
て
お
らず

、若
年
層
の
人
口
は
年
々
減
少
す
る
見
込
み
で
あ
る

◼
人
口

20
25
年
：

29
,7

00
人

/2
03

0年
：

28
,1

00
人

/ 2
03

5年
：

25
,6

00
人

◼
 0
～
5歳

児
人
口

20
25
年
：

1,
02

0人
/2

03
0年

：
87

0人
/ 2

03
5年

：
75

0人

◼
保
育
提
供
区
域
・中

学
校
区

•
A区

（
2中

学
校
区
：

A-
1～

A-
2）

•
B区

（
1中

学
校
区
：

B-
1）

◼
保
育
に
関
連
す
る
状
況

•
保
育
施
設
数
：

4施
設
（

A地
区
は
公
立

2施
設
・私
立

1施
設
、B
地
区
は
公
立

1施
設
）

•
保
育
ニ
ーズ
：
三
世
代
世
帯
数
の
割
合
は
減
少
傾
向
に
あ
る
こと
や
、共

働
き
世
帯
の
増
加
に
よ
り、
保
育
ニ
ーズ
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る

•
自
治
体
の
保
育
施
策
：
こど
も
子
育
て
施
策
や
移
住
施
策
が
重
点
施
策
とな

って
い
る
も
の
の
、子

育
て
世
帯
の
人
口
や
こど
も
の
数
は
緩
や

か
に
減
少
す
る
こと
が
見
込
ま
れ
る



課
題
把
握
・分
析
（
記
載
例
）
地
域
の
状
況

/小
規
模
自
治
体

主
要
指
標

こど
も
の
数

（
0～

5歳
）

現
状
・将
来
推
計

女
性
の
就
業
率

（
25
～

44
歳
）

現
状
・課
題
整
理

◼
開
発
等
に
つ
い
て
記
載

•
駅
周
辺
の
開
発
等
は
見
込
ま
れ
て
お
らず

、若
年
層
の
人
口
は
年
々
減
少
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

◼
山
間
地
域
・ア
ク
セ
ス
等
に
つ
い
て
記
載

•
保
育
施
設
へ
の
移
動
手
段
は
車
か
園
バ
ス
で
あ
る
。

◼
保
育
施
設
の
公
立
・私
立
の
割
合
状
況
に
つ
い
て
記
載

•
A地

区
は
公
立

1施
設
、私

立
1施

設
。

•
B地

区
は
公
立

1施
設
。

◼
こど
も
の
状
況
に
つ
い
て
記
載

•
医
療
的
ケ
ア
児
、障

害
児
の
入
園
希
望
は
横
ば
い
で
あ
る
。

◼
自
治
体
の
独
自
施
策
に
つ
い
て
記
載

•
共
働
き
世
帯
の
増
加
に
よ
り、
保
育
ニ
ーズ
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
。

•
こど
も
子
育
て
施
策
や
移
住
施
策
が
重
点
施
策
とな

って
い
る
も
の
の
、子

育
て
世
帯
の
人
口
や
こど

も
の
数
は
緩
や
か
に
減
少
す
る
こと
が
見
込
ま
れ
る
。

•
女
性
の
就
業
率
（

25
～

44
歳
）
は
、2

02
5年

か
ら2

03
5年

ま
で
右
肩
上
が
り。

•
5年

間
で

1.
2％

増
加
して
お
り、
今
後
も
同
様
の
傾
向
が
見
込
ま
れ
る
。

地
域
特
性

◼
０
～
５
歳
児
の
人
口
：
短
・中
長
期
的
な
見
通
しに
つ
い
て
記
載

•
0～

5歳
児
の
人
口
は
、緩

や
か
に
減
少
して
い
る
。特

に
0～

2歳
の
減
少
幅
が

3歳
～

5歳
と比

較
して
大
き
い
。

◼
歳
児
別
の
人
口
：
短
・中
長
期
的
な
見
通
しに
つ
い
て
記
載

•
出
生
の
減
少
に
伴
い
、全

歳
児
を
通
じて

20
18
年
を
ピー
ク
に
減
少
傾
向
に
あ
る
。

◼
保
育
提
供
区
域
別
の
0～
5歳

児
人
口
：
短
・中
長
期
的
な
見
通
しに
つ
い
て
記
載

•
A地

区
：
中
心
部
で
あ
る
た
め
減
少
幅
は
小
さく
、緩

や
か
に
減
少
して
い
る
。

•
B地

区
：
山
間
部
の
た
め
若
年
層
の
人
口
流
出
が
大
き
く、
出
生
数
が
急
激
に
減
少
して
い
る
。

家
族
類
型
別
世
帯

数
世
帯
状
況

•
夫
婦
と子

供
か
らな

る
世
帯
、父

子
世
帯
、母

子
世
帯
、三

世
代
世
帯
、単

独
世
帯
の
割
合
に
お

い
て
、三

世
代
世
帯
の
割
合
は
減
少
傾
向
に
あ
り、
子
と親

の
み
の
世
帯
が
増
加
して
い
る
。

分
析
（
地
区
及
び
短
・中
長
期
的
な
観
点
）

•
Ａ
地
区
に
人
口
や
機
能
が
集
中
す
る
こと
か
ら、

Ａ
地
区
に
お
い
て
は
既
存
の
保
育
機
能
を
引
き

続
き
適
切
に
活
用
しつ
つ
、Ｂ

地
区
に
お
い
て
は

減
少
す
る
保
育
需
要
の
状
況
を
見
据
え
地
域
全

体
とし
て
保
育
機
能
を
維
持
す
る
こと
が
求
め
ら

れ
る

•
Ａ
地
区
とＢ

地
区
に
あ
る
保
育
所
間
で
の
役
割

分
担
・連

携
の
在
り方

を
検
討
し、
園
の
運
営
形

態
変
更
や
多
機
能
化
、統

廃
合
等
の
具
体
的

施
策
の
検
討
を
進
め
る
必
要
が
あ
る

•
0歳

児
は
出
生
数
の
減
少
と育

休
の
長
期
化
等

で
利
用
希
望
数
は
減
少
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

•
1～

5歳
児
の
保
育
ニ
ーズ
は
短
・中

長
期
的
に
は

継
続
して
拡
大
が
予
想
され

る
も
の
の
、現

状
の

定
員
を
超
え
る
こと
は
想
定
され

て
い
な
い

•
A地

区
の
こど
も
数
は
緩
や
か
に
減
少
す
る
一
方
、

B地
区
は

20
25
年
の
出
生
数
が

30
人
を
切
る
こ

とが
見
込
ま
れ
て
お
り、
出
生
数
の
急
激
な
減
少

が
見
込
ま
れ
る

地
域
分
析
ワ
ーク
シ
ート
【自

動
計
算
】課

題
把
握
分
析
結
果
出
力

①
地
域
の
状
況
を
確
認
して
作
成
して
くだ
さい



課
題
把
握
・分

析
（
記
載
例
）

保
育
ニ
ーズ
×保

育
ニ
ーズ

提
供
量
の
状
況

/小
規
模
自
治
体

定
員
充
足
率

中
学
校
区
域

定
員
充
足
率

歳
児
別

公
立
・民

間
の

割
合

定
員
充
足
率

施
設
別

分
析
視
点

現
状
・課

題
整
理

短
・中

長
期
的
な
観
点
の
施
策
の
方
向
性

•
20

25
年
時
点
で
中
学
校
区

A-
1に
お
け
る
定
員
充
足
率
は

74
％
で
推
移
して
い
る
が
、2

03
0

年
以
降
は

70
％
を
下
回
る
見
込
み
。中

学
校
区

A-
2は
、現

状
82

%
で
あ
り、

20
30
年
以
降

は
75

%
に
な
る
見
通
しで
あ
る
。

•
中
学
校
区

Bは
現
状

62
％
で
、出

生
数
の
急
減
に
よ
り2

03
0年

に
は

55
％
ま
で
低
下
す
る
見

通
し。

•
人
口
や
保
育
ニ
ーズ
が

A地
区
に
集
中
し、

B地
区
で
は
定
員
割
れ
が
常
態
化
して
い
る
。

•
今
後
は

A地
区
を
中
心
とし
た
保
育
機
能
維
持
を
考
え
つ
つ
、B
地
区
の
保
育
機
能
維
持
の
両

立
が
求
め
られ

る
。

•
0歳

児
は
出
生
数
減
少
と育

休
取
得
増
加
で
定
員
充
足
率

65
％
、2

03
5年

に
は

60
％
ま
で

低
下
す
る
見
込
み
。特

に
0歳

児
で
定
員
割
れ
が
目
立
つ

1～
2歳

児
は
現
状

68
％
、短

・中
期
的
に
ニ
ーズ
拡
大
が
見
込
ま
れ
、充

足
率
は

70
％
前
後
で
推
移
。3
～

5歳
児
は
現
状

72
％
で
安
定
して
い
る
が
、人

口
減
少
の
影
響
で
長
期
的
に
は

65
％
ま
で
低
下
す
る
可
能
性
。

•
医
療
的
ケ
ア
児
や
障
害
児
の
入
園
ニ
ーズ
は
横
ば
い
だ
が
、施

設
側
の
対
応
力
維
持
が
課
題
。

•
歳
児
ご
とに
利
用
希
望
の
動
向
確
認
が
必
要
。

•
A地

区
公
立
園
は

20
25
年
時
点
で

76
％
と高

い
が
、2

03
5年

に
は

70
％
を
割
る
見
込
み
。

•
B地

区
公
立
園
は
現
在

60
％
と低

く、
出
生
数
急
減
に
よ
る
利
用
者
減
少
で
今
後
も
低
下
が

続
く。

•
施
設
ご
との

定
員
充
足
率
の
地
域
差
が
大
き
く、
特
に

B地
区
公
立
園
で
定
員
割
れ
が
顕
著
。

•
利
用
者
の
減
少
に
よ
り施

設
運
営
効
率
や
職
員
配
置
が
課
題
。

•
全
体
とし
て
施
設
別
の
充
足
率
は
低
下
傾
向
が
続
く見

通
し。

•
A地

区
は
公
立

2施
設
・私
立

1施
設
。B
地
区
は
公
立

1施
設
の
み
で
私
立
施
設
は
な
し。
自

治
体
全
体
で
は
公
立
施
設
が

67
％
、私

立
施
設
が

33
％
を
占
め
る
状
況
。

•
A地

区
の
私
立
園
は
人
口
減
少
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
安
定
。

•
B地

区
公
立
園
は
定
員
割
れ
が
深
刻
で
、施

設
維
持
が
課
題
。

•
公
立
施
設
の
維
持
が
地
域
全
体
の
保
育
機
能
維
持
に
直
結
す
る
状
況
。

•
今
後
は
公
立
・民
間
の
役
割
分
担
や
運
営
形
態
見
直
しが

求
め
られ

る
。

◼
人
口
減
少
と保

育
ニ
ーズ
の
地
域
差
が
進
む
中
、短

期
的
に
は
現
状
の
保
育
機
能
維
持
・運
営
と柔

軟
な

定
員
調
整
を
行
い
、中

長
期
的
に
は
保
育
機
能
の
持

続
可
能
な
体
制
を
目
指
し、
地
域
特
性
や
利
用
実

態
に
応
じた
多
機
能
化
等
の
施
策
の
検
討
が
必
要
。

◆
短
期
（
1～

2年
程
度
）

•
定
員
調
整
の
実
施
・施
設
規
模
の
縮
小

A・
B地

区
で
利
用
定
員
調
整
や
園
ご
との

定
員
見
直
し

を
行
い
、実

需
に
基
づ
く運

営
を
図
る

•
保
育
士
不
足
を
要
因
とす

る
受
入
数
制
限
の
見
直
し

現
場
の
職
員
配
置
状
況
を
把
握
し、
必
要
な
子
育
て
支

援
員
、保

育
補
助
者
の
育
成
・配
置
や
短
時
間
勤
務
者

の
配
置
で
園
の
安
全
な
運
営
を
維
持
。

•
区
域
を
跨
い
だ
園
利
用
の
検
討

A・
B地

区
間
や
隣
接
自
治
体
との

連
携
に
よ
り、
区
域
を

跨
い
だ
柔
軟
な
園
利
用
体
制
を
構
築
す
る
。

◆
中
期
（
3～

5年
程
度
）
長
期
（
5～
10
年
程
度
）

•
施
設
種
別
の
変
更
・多
機
能
化

B地
区
公
立
園
な
ど定

員
割
れ
施
設
に
つ
い
て
、小

規
模

保
育
や
家
庭
的
保
育
へ
の
転
換
や
一
時
預
か
り等

の
多

機
能
化
を
検
討
す
る

A地
区
の
園
に
お
い
て
公
私
の
役
割
見
直
しや

連
携
型

運
営
の
導
入
を
検
討
す
る

•
施
設
の
統
廃
合
の
検
討

B地
区
の
定
員
割
れ
や
老
朽
化
施
設
に
つ
い
て
、統

廃
合
を
計
画
的
に
進
め
、ア
ク
セ
ス
・送
迎
手
段
も
再
検
討

す
る
。

地
域
分
析
ワ
ーク
シ
ート
【自
動
計
算
】課
題
把
握
分
析
結
果
出
力

③
保
育
ニ
ーズ

×保
育
ニ
ーズ
提
供
量
の
状
況
を
確
認
して
作
成
して
くだ
さい



課
題
把
握
・分
析
（
記
載
例
）
保
育
人
材
の
状
況

/小
規
模
自
治
体

分
析
方
針

現
状
・課
題
整
理

量
的
側
面
か
ら

要
因
分
析

◼
保
育
士
数
・子
育
て
支
援
員
の
状
況
を
確
認
す
る

•
過
去

5年
は
市
全
体
で
保
育
士
数
が
微
減
傾
向
。中

長
期
的
に
若
年
層
人
口
・出

生
数

の
減
少
、特

に
B地

区
で
の
急
減
を
背
景
に
人
材
確
保
が
一
層
困
難
とな

る
見
込
み
。子

育
て
支
援
員
数
は
数
名
の
状
況
。

◼
専
門
職
数
、保

育
補
助
者
数
の
推
移
か
ら
短
中
長
期
の
状
況
を
確
認
す
る

•
専
門
職
は
従
来
か
ら確

保
が
難
しく
、今

後
も
安
定
的
な
配
置
が
困
難
。保

育
補
助
者
は

A地
区
で
若
干
増
加
傾
向
だ
が
、B
地
区
で
は
採
用
難
と高

齢
化
で
減
少
が
続
い
て
い
る
。

◼
地
域
別
、施

設
類
型
別
、施

設
別
（
公
立
・民
間
の
別
含
む
）
、歳

児
別
の
観
点
か
ら
状

況
を
確
認
す
る

•
A地

区
は
公
立
・私

立
とも
に
保
育
士
配
置
は
現
時
点
で
基
準
を
満
た
す
。0
～

2歳
児
の

減
少
に
よ
り今

後
は
配
置
の
見
直
しが

必
要
。B
地
区
は
保
育
士
不
足
が
顕
著
で
配
置
基

準
水
準
で
運
営
して
い
る
が
、研

修
や
病
欠
等
が
あ
る
と運

営
が
難
しい

とい
う状

況
で
あ
る
。

◼
利
用
定
員
数
、定

員
充
足
率
の
地
域
別
、施

設
類
型
別
、施

設
別
（
公
立
・民
間
の
別
含

む
）
を
確
認
しつ
つ
、保

育
士
数
・子
育
て
支
援
人
数
の
状
況
を
確
認
す
る

◼
保
育
士
等
の
不
足
を
要
因
と
す
る
受
入
人
数
制
限
の
可
能
性
、気

に
な
る
子
や
障
が
い
児

対
応
、時

短
勤
務
増
加
な
ど
現
場
の
「実
質
的
な
人
手
不
足
」の
要
因
や
範
囲
を
確
認
す
る
。

•
A地

区
は
定
員
充
足
率
が

80
～

90
%
で
維
持
され

て
い
る
。B
地
区
は
定
員
充
足
率
が
低

下
傾
向
で
、定

員
割
れ
も
見
られ

る
。両

地
区
とも
保
育
士
数
・子

育
て
支
援
員
数
の
不
足

が
受
入
制
限
の
要
因
とな

って
い
る
。

待
機
児
童
の
状
況

及
び

保
育
ニ
ーズ
と
保
育

ニ
ーズ
提
供
量
の
状

況
と
組
み
合
わ
せ
て

分
析

短
・中
長
期
的
な
観
点
の
施
策
の
方
向
性

◼
人
口
・保

育
ニ
ーズ
の
減
少
と人

材
確
保
難
が
同

時
進
行
す
る
た
め
、人

材
確
保
と、
将
来
を
見
据

え
た
体
制
再
構
築
を
同
時
に
検
討
す
る
こと
が
必

要
で
あ
る

◆
短
期
（
1～

2年
程
度
）

•
既
存
保
育
士
の
離
職
防
止
・負

担
軽
減
策

少
人
数
施
設
へ
の
子
育
て
支
援
員
及
び
保
育
補

助
者
の
配
置
支
援
、現

場
の
実
質
的
な
人
手
不
足

を
直
接
支
援
。

・潜
在
保
育
士
の
復
職
促
進
・支

援
強
化

潜
在
保
育
士
向
け
復
職
研
修
や
相
談
窓
口
の
設

置
、ブ
ラン
ク
対
応
・時

短
勤
務
な
ど柔

軟
な
働
き

方
の
推
進
。

◆
中
期
（
3～

5年
程
度
）
・長
期
（
5～

10
年

程
度
）

•
持
続
可
能
な
保
育
提
供
体
制
の
再
構
築

人
口
減
少
・保

育
ニ
ーズ
の
変
化
に
応
じた

施
設
の

再
編
や
統
廃
合
、近

隣
自
治
体
との

広
域
連
携
に

よ
る
子
育
て
支
援
員
、保

育
補
助
者
も
含
め
た
人

材
確
保
策
を
検
討
。

•
保
育
士
業
務
の
サ
ポ
ート
人
材
の
長
期
的
な
育

成
・配

置
支
援
、業

務
効
率
化
検
討

子
育
て
支
援
員
や
保
育
補
助
者
との

連
携
強
化
で

保
育
士
が
本
来
業
務
に
集
中
で
き
る
体
制
を
整
備
、

ま
た
中
長
期
的
に
導
入
の
メリ
ット
が
あ
れ
ば
、I
C
T

活
用
に
よ
る
事
務
負
担
軽
減
策
の
検
討
。

そ
の
他
事
項

◼
保
育
人
材
の
安
定
的
な
確
保
状
況
の
把
握

•
採
用
募
集
へ
の
応
募
者
数
は
年
々
減
少
。特

に
B地

区
で
は
応
募
ゼ
ロや

欠
員
補
充
が
困

難
な
ケ
ース
が
あ
る
。

◼
保
育
士
の
雇
用
環
境
等
の
把
握

•
離
職
理
由
は
、少

人
数
園
で
の
業
務
負
担
の
高
さや

給
与
水
準
の
低
さが

中
心
。地
域
分
析
ワ
ーク
シ
ート
【自

動
計
算
】課

題
把
握
分
析
結
果
出
力

④
保
育
人
材
の
状
況
を
確
認
して
作
成
して
くだ
さい



課
題
把
握
・分
析
（
記
載
例
）
短
中
長
期
的
な
保
育
提
供
体
制
に
係
る
現
状
・課
題
と
対
応
策
案
ま
と
め

小
規
模
自
治
体

本
市
の
状
況
と
課
題
ま
と
め

短
中
長
期
的
な
対
応
策

短 期 中 期 ・ 長 期•
本
市
で
は
、0
～
5歳

児
の
人
口
は
緩
や
か
に
減
少
す
る
見
込
み
で
あ
る
。女

性
の
就
業
率
上
昇
に
よ
り、
1～

5歳
児
の
保
育
需
要
は
高
ま
る
傾
向
が
予
想
され

て
い
る
も

の
の
、現

行
の
利
用
定
員
で
十
分
に
提
供
可
能
で
あ
る
。

•
中
学
校
区
に
よ
って
定
員
充
足
率
に
差
異
が
生
じて
い
る
。2

02
5年

時
点
で
中
学
校
区

A-
1に
お
け
る
定
員
充
足
率
は

74
％
で
あ
る
が
、2

03
0年

以
降
は

70
％
を
下
回

る
見
込
み
。中

学
校
区

A-
2は
、現

状
82

%
で
あ
り、

20
30
年
以
降
は

75
%
に
な
る
見
通
しで
あ
る
。中

学
校
区

Bは
現
状

62
％
で
、出

生
数
の
急
減
に
よ
り2

03
0年

に
は

55
％
ま
で
低
下
す
る
見
通
しで
あ
る
。

•
A地

区
に
人
口
や
地
域
の
機
能
が
集
中
す
る
こと
か
ら、
Ａ
地
区
に
お
い
て
は
既
存
の
保
育
機
能
を
継
続
的
に
維
持
しつ
つ
、Ｂ

地
区
に
お
い
て
は
公
立
施
設
の
定
員
割

れ
が
続
く状

況
に
あ
り、
減
少
す
る
保
育
需
要
の
状
況
を
見
据
え
地
域
全
体
とし
て
保
育
機
能
の
維
持
に
向
け
た
保
育
提
供
体
制
の
見
直
しが

求
め
られ

る
•

A地
区
は
公
立
・私
立
とも
に
保
育
士
配
置
は
現
時
点
で
基
準
を
満
た
して
い
る
。B
地
区
は
保
育
士
不
足
が
顕
著
で
配
置
基
準
水
準
で
運
営
して
い
る
が
、採

用
難
に

よ
り、
研
修
や
病
欠
等
が
発
生
す
る
と対

応
が
厳
しく
な
る
状
況
で
あ
る
。

•
A地

区
・B
地
区
とも
専
門
職
や
保
育
補
助
者
の
採
用
が
厳
しい

状
況
に
あ
る
。

•
A地

区
に
お
い
て
は
既
存
の
利
用
定
員
数
を
維
持
しつ
つ
、B
地
区
に
お
い
て
は
公
立
保
育
園
の
定
員
充
足
率
の
低
下
の
た
め
、定

員
の
見
直
しを
行
う。

•
B地

区
の
公
立
施
設
の
維
持
が
困
難
とな

る
可
能
性
を
踏
ま
え
、保

護
者
や
地
域
住
民
の
保
育
ニ
ーズ
や
保
育
へ
の
ア
ク
セ
ス
等
に
関
す
る
意
見
聴
取
を
行
う。

•
保
育
人
材
（
保
育
士
、子

育
て
支
援
員
、専

門
職
等
）
の
安
定
的
な
確
保
に
繋
げ
る
た
め
、職

員
配
置
の
状
況
や
潜
在
的
な
保
育
人
材
の
状
況
を
把
握
し、

処
遇
の
改
善
や
柔
軟
な
勤
務
形
態
等
の
早
期
検
討
を
行
う。

•
将
来
的
な
利
用
定
員
数
の
見
直
しや

統
廃
合
の
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
、今

後
の
保
育
機
能
の
維
持
に
向
け
た
取
り組

み
に
向
け
て
有
識
者
検
討
会
や
協
議

会
を
早
期
に
設
置
す
る
。（

公
立
施
設
・私
立
施
設
の
役
割
の
明
確
化
、施

設
の
老
朽
化
の
課
題
も
含
め
て
協
議
）

•
B地

区
の
公
立
施
設
を
小
規
模
保
育
事
業
へ
の
転
換
を
検
討
し、
実
需
に
あ
った
施
設
種
別
へ
の
変
更
を
視
野
に
入
れ
る
とと
も
に
、「
広
域
的
保
育
所
等
利
用

事
業
」を
活
用
し送

迎
バ
ス
等
の
整
備
を
進
め
、3
～

5歳
児
は

A地
区
の
園
へ
の
通
園
を
検
討
す
る
。

•
定
員
割
れ
や
施
設
の
老
朽
化
に
留
意
し、
統
廃
合
の
実
施
も
念
頭
に
入
れ
、施

設
の
修
繕
等
、そ
の
後
の
検
討
に
つ
い
て
有
識
者
検
討
会
や
協
議
会
の
検
討
結

果
の
実
行
を
進
め
て
い
く

•
A地

区
は
公
立
施
設
・私
立
施
設
と一

部
連
携
した
運
営
を
実
施
し、
共
同
研
修
や
保
育
人
材
プ
ール
の
共
有
、物

品
調
達
等
を
実
施
す
る
。併

せ
て
、地

域
の

子
育
て
相
談
や
卒
園
児
の
居
場
所
づ
くり
や
、障

害
児
や
医
療
的
ケ
ア
児
な
ど多

様
な
ニ
ーズ
へ
の
対
応
な
どの

多
機
能
化
に
取
り組

む
こと
を
検
討
す
る
。

•
保
育
士
業
務
を
サ
ポ
ート
す
る
子
育
て
支
援
員
や
保
育
補
助
者
を
採
用
し、
保
育
士
が
本
来
業
務
に
集
中
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
。

•
中
長
期
的
に
導
入
の
メリ
ット
が
あ
れ
ば
、I

CT
活
用
に
よ
る
事
務
負
担
軽
減
策
を
検
討
し、
保
育
士
の
負
担
軽
減
に
向
け
た
取
組
を
推
進
す
る
。そ
れ
に
向
け
た

園
に
対
す
る
ヒア
リン
グ
等
の
状
況
把
握
を
行
う



地
域
の
状
況

主
要
指
標

こど
も
の
数

（
0～

5歳
）

現
状
・将
来
推
計

女
性
の
就
業
率

（
25
～
44
歳
）

現
状
・課
題
整
理

◼
開
発
等
に
つ
い
て
記
載

◼
山
間
地
域
・ア
ク
セ
ス
等
に
つ
い
て
記
載

◼
保
育
施
設
の
公
立
・私
立
の
割
合
状
況
に
つ
い
て
記
載

◼
こど
も
の
状
況
に
つ
い
て
記
載

◼
自
治
体
の
独
自
施
策
に
つ
い
て
記
載

◼
女
性
の
就
業
率
の
推
移
、見

通
しに
つ
い
て
記
載

地
域
特
性

◼
０
～
５
歳
児
の
人
口
：
短
・中
長
期
的
な
見
通
しに
つ
い
て
記
載

◼
歳
児
別
の
人
口
：
短
・中
長
期
的
な
見
通
しに
つ
い
て
記
載

◼
保
育
提
供
区
域
別
の
0～
5歳

児
人
口
：
短
・中
長
期
的
な
見
通
しに
つ
い
て
記
載

家
族
類
型
別

世
帯
数

世
帯
状
況

◼
夫
婦
と
子
供
か
ら
な
る
世
帯
、父

子
世
帯
、母

子
世
帯
、三

世
代
世
帯
、単

独
世
帯
の
割
合
の
見

込
み
に
つ
い
て
記
載

分
析
（
地
区
及
び
短
・中
長
期
的
な
観
点
）

地
域
分
析
ワ
ーク
シ
ート
【自

動
計
算
】課

題
把
握
分
析
結
果
出
力

①
地
域
の
状
況
を
確
認
して

作
成
して

くだ
さい

課
題
把
握
・分
析
シ
ート
の
テ
ン
プ
レ
ート



◼
待
機
児
童
数
：
短
中
期
的
な
見
通
し、
保
育
提
供
区
域
に
つ
い
て
記
載

◼
対
応
策
案
の
検
討
に
つ
い
て
記
載

短
・中
・長
期
的
な
観
点
の
施
策
の
方
向
性

20
25

25
25

30
35

30
25

20
15

10
10

10

010203040

2 年 前

1 年 前

計 画 年

1 年 目

2 年 目

3 年 目

4 年 目

5 年 目

6 年 目

7 年 目

8 年 目

9 年 目

10 年 目

※
待
機
児
童
の
発
生
＝
利
用
定
員
充
足
率
10

0%
超
とは

限
らな

い
た
め
、注

意
が
必
要

課
題
把
握
・分
析

待
機
児
童
の
状
況

待
機
児
童
の
状
況

◼
待
機
児
童
の
状
況
は
発
生
の
ピ
ーク
時
期
に
よ
り、
「短
期
的
（
1～

3年
）
」

「中
期
的
（
3～

5年
）
」「
長
期
的
（
5～

10
年
）
」の

3パ
タ
ーン
の
い
ず
れ
か

に
分
類

待
機
児
童
の
状
況
：

※
グ
ラフ
作
成
等
の
可
視
化
は
必
要
に
応
じて

実
施
して
くだ
さい

イメ
ージ

地
域
分
析
ワ
ーク
シ
ート
【自

動
計
算
】課

題
把
握
分
析
結
果
出
力

②
待
機
児
童
の
状
況
を
確
認
して
作
成
して
くだ
さい



保
育
ニ
ーズ
×保

育
サ
ービ
ス
提
供
量
の
状
況

定
員
充
足
率

中
学
校
区
域

定
員
充
足
率

歳
児
別

公
立
・民
間
の

割
合

定
員
充
足
率

施
設
別

分
析
視
点

現
状
・課
題
整
理

短
・中
長
期
的
な
観
点
の
施
策
の
方
向
性

◼
中
学
校
区
域
別
の
定
員
充
足
率
の
推
移
に
つ
い
て
記
載

◼
歳
児
別
の
定
員
充
足
率
の
推
移
に
つ
い
て
記
載

◼
施
設
別
の
定
員
充
足
率
の
推
移
に
つ
い
て
記
載

◼
自
治
体
内
ま
た
は
保
育
提
供
区
域
別
の
公
立
・民
間
施
設
の
割
合
に
つ
い
て
記
載

◼
課
題
感

◆
短
期
（
1～

2年
程
度
）
的
な
施
策
の
方
向
性

◆
中
期
（
3～

5年
程
度
）
的
な
施
策
の
方
向
性

◆
長
期
（
5～
10
年
程
度
）
的
な
施
策
の
方
向
性

地
域
分
析
ワ
ーク
シ
ート
【自

動
計
算
】課

題
把
握
分
析
結
果
出
力

③
保
育
ニ
ーズ

×保
育
ニ
ーズ

提
供
量
の
状
況
を
確
認
して

作
成
して

くだ
さい



保
育
人
材
の
状
況

分
析
方
針

現
状
・課
題
整
理

量
的
側
面
か
ら

要
因
分
析

◼
保
育
士
数
・子
育
て
支
援
員
の
状
況
を
確
認
す
る

◼
専
門
職
数
、保

育
補
助
者
数
の
推
移
か
ら
短
中
長
期
の
状
況
を
確
認
す
る

◼
地
域
別
、施

設
類
型
別
、施

設
別
（
公
立
・民
間
の
別
含
む
）
、歳

児
別
の
観
点
か
ら
状

況
を
確
認
す
る

◼
利
用
定
員
数
、定

員
充
足
率
の
地
域
別
、施

設
類
型
別
、施

設
別
（
公
立
・民
間
の
別
含

む
）
を
確
認
しつ
つ
、保

育
士
数
・子
育
て
支
援
人
数
の
状
況
を
確
認
す
る

◼
保
育
士
等
の
不
足
を
要
因
と
す
る
受
入
人
数
制
限
の
可
能
性
、気

に
な
る
子
や
障
が
い
児

対
応
、時

短
勤
務
増
加
な
ど
現
場
の
「実
質
的
な
人
手
不
足
」の
要
因
や
範
囲
を
確
認
す
る

待
機
児
童
の
状
況

及
び

保
育
ニ
ーズ
と
保
育

ニ
ーズ
提
供
量
の
状

況
と
組
み
合
わ
せ
て

分
析

短
・中
長
期
的
な
観
点
の
施
策
の
方
向
性

◼
課
題
感

◆
短
期
（
1～

2年
程
度
）
的
な
施
策
の
方
向
性

◆
中
期
（
3～

5年
程
度
）
的
な
施
策
の
方
向
性

◆
長
期
（
5～
10
年
程
度
）
的
な
施
策
の
方
向

性

そ
の
他
事
項

◼
保
育
人
材
の
安
定
的
な
確
保
状
況
の
把
握

◼
保
育
士
の
雇
用
環
境
等
の
把
握

地
域
分
析
ワ
ーク
シ
ート
【自

動
計
算
】課

題
把
握
分
析
結
果
出
力

④
保
育
人
材
の
状
況
を
確
認
して

作
成
して

くだ
さい



短
中
長
期
的
な
保
育
提
供
体
制
に
係
る
現
状
・課
題
と
対
応
策
案
ま
と
め

本
市
の
状
況
と
課
題
ま
と
め

短
中
長
期
的
な
対
応
策

短 期 中 期 長 期



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 
取り組みに関連する各種調査結果  

◼ 保育人材確保に関する取組 
◼ 保育の多機能化の類型 
◼ 令和 7年度過疎地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業における取組 

  



 

取り組みに関連する各種調査結果 
 地域分析によって、対応する方針となった取り組みについて、先進的な取り組み事例はこ
れまでの各種調査研究事業によって取りまとめられておりますので、ご参考にしてください。 
 
◼ 保育人材確保に関する取組 

  

No 自治体名 人口 
規模 

取組カテゴリー 

ポイント 

養
成 
・
資
格 

採
用
活
動 

人
材
育
成 

職
場
環
境 

復
帰
支
援 

魅
力
発
信 

1 石川県 ―   ●   ● 

養成校入学者減少への課題意識
から、中高生を対象とした保育
の魅力発信事業を開始。あわせ
て保育教諭向けの階層別研修や
アドバイザー派遣により、人材
確保と質向上を目指す 

2 岡山県 ―  ● ● ● ●  

ブランクのある潜在保育士の不
安解消のために、有償託児ボラ
ンティアからステップを踏んで
復職を支援。若手保育士のスキ
ル習得やキャリア形成支援に資
する研修を展開 

3 北海道札幌市 30万人
以上  ●  ● ●  

①就業継続の支援、②潜在保育
士の掘り起こし、③次世代の育
成の３つの観点で保育人材確保
の様々な取組を実施。札幌市保
育人材支援センターさぽ笑みの
運営のほか、保育支援者配置補
助事業なども行っている 

4 宮城県仙台市 30万人
以上   ● ●   

若手の離職防止が重要と考え、
若手保育士がやりがいや悩みを
共有できる場を提供。経験年数
３年未満の保育士等を対象とし
た給与の上乗せ補助なども行っ
ている 



 

出所：三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「令和 6年度子ども・子育て支援等推
進調査研究事業 保育人材確保に向けた効果的な手法等に関する調査研究『保育人材確保に
関する取組事例集』」保育の多機能化 

 

  

No 自治体名 人口 
規模 

取組カテゴリー 

ポイント 

養
成 
・
資
格 

採
用
活
動 

人
材
育
成 

職
場
環
境 

復
帰
支
援 

魅
力
発
信 

5 愛知県豊川市 

10万人
以上 

30万人
未満 

 ●    ● 

市内全保育所・幼稚園が参加す
るお仕事フェアを開催。商業施
設内での開催で、参加者確保に
つなげる。公立園では、職員と 
の定期面談や養成校との連携も
積極的に実施 

6 愛知県岡崎市 30万人
以上   ●  ●  

潜在保育士の職場復帰を支援す
るため、復職セミナー・園見学
を実施。１年目の保育士の定着
を目的に園長 OG の巡回訪問・
支援も実施することで、人材確
保と併せて人材の定着やスキル
アップを目指す 

7 兵庫県三木市 

5万人
以上 

10万人
未満 

● ●   ● ● 

民間の保育協会と連携しなが
ら、養成校の学生と潜在保育士
の就職支援を通して市内の保育
人材確保を図る 



 

◼ 保育の多機能化の類型 
令和 6 年度「子ども・子育て支援の今後に関する先進的な取組事例の収集・検討に関する
調査研究報告書」において、保育の多機能化は下記の 5つに類型化されました。 
 
分類 内容 
①保育を強化する取組  一時保育 

 病児・病後児保育などの特別な保育事業 
 医療的ケア児への対応 
 保育所等を利用する家庭に対する相談支援などの
事業 

②乳幼児期以降のこども・若者
を支援する取組 

 放課後児童クラブなど朝や放課後の小学生の預か
り事業 

 児童館、居場所・遊び場づくり、学習支援など、
就学以降のこども向けの事業 

③こども・子育て家庭を支援す
る取組 

 伴走型の相談支援や産前・産後ケア事業等の妊娠
期からの支援事業 

 利用者支援事業や地域子育て支援拠点事業など、
親子を支える事業 

 児童発達支援、放課後等デイサービスなど、障害
児向けの事業 

 こども食堂やこども宅食、フードパントリーな
ど、こどもの食事を支援する事業 

 日本以外のルーツを持つこども、家庭の受入れに
関する事業、 

 要支援家庭への対応や見守りなど、社会的養護に
関する事業 

④こども・子育て支援以外の
様々な支援の取組 

 介護施設運営やヘルパー派遣等の高齢者支援事業 
 職業斡旋や生活支援等の生活困窮者支援事業 
 障害者支援施設の運営や就労支援等の障害者支援
事業 

⑤地域づくりのための取組  介護施設運営やヘルパー派遣等の高齢者支援事業 
 職業斡旋や生活支援等の生活困窮者支援事業 
 障害者支援施設の運営や就労支援等の障害者支援
事業 

出所：株式会社日本総合研究所「令和６年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業 子ど
も・子育て支援の今後に関する先進的な取組事例の収集・検討に関する調査研究報告書」 

  



 

◼ 令和 7年度過疎地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業における取組 
前述の「保育の多機能化の類型」を踏まえ、令和 7 年度に「過疎地域における保育機能確

保・強化のためのモデル事業」が実施されました。 
本モデル事業は、認可保育所、認定こども園及び小規模保育事業で行う地域の人々も交え

た様々な取組を支援し、具体的な取組内容や運用上の工夫、財政面も含めた運営上の課題な
ど、今後の保育所の多機能化に向けた効果等を検証し、地域における保育機能の確保・強化
を図るためのモデルを構築することを目的としています。 

出所：こども家庭庁より提供 
 

➢ 令和 7年度過疎地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業取組一覧 

類
型 自治体名 

人口規模 
(令和 8年
2月時点) 

ポイント 

① 愛媛県 
伊予市 

3万 
3千人 

◼ インクルーシブ保育コーディネーターによる連携体制の
構築  

➢ 現場経験豊富な保育士が「インクルーシブ保育コーデ
ィネーター」となり、対象児童に最も適した保育と発
達支援の方針を協議し、方策等に係る検討を行う。 

② 長崎県 
東彼杵町 7千人 

◼ 卒園児を対象とした居場所づくり 
➢ 自治体内での休日保育のニーズに応える施設として、
宿題等の学習支援や在園児との触れ合い交流、卒園児
の不登校支援等の見守りを行う。 

                                     
     
                                             
                                             
                                       

      
             

                                     
                             

                       
                          
                      
                          
                 

    
                
                                 
                  
                   
                                 
                                 
             
                                 
                                   
        
                
                                 
                                   
                               

            
                            
                                 

                                   
                   
                     
                
                                 

                                   
    
                 
                        
                                 

                                  
         
                     
                    
                                  

                            
            
                  
                                 

                              

        
        
      
        

 

         
        
         

 

            
            



 

出所：こども家庭庁「過疎地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業（R7 年
度）」より作成 
 

類
型 自治体名 

人口規模 
(令和 8年
2月時点) 

ポイント 

③ 福島県 
南会津町 

１万 
3千人 

◼ こども・子育て家庭を支援するための居場所の提供 
➢ 未就園児と保護者が一緒に利用できる保育園体験日を
設け、未就園児の同年代との交流の場や保護者が保育
士に子育て相談をできる機会を提供する。 

④ 熊本県 
球磨村 3千人 

◼ 地域の高齢者、ひとり暮らしの家庭見守り 
➢ 地域の高齢者等を園に招待して園児との交流を図った
り、昔遊び等を学び、地域の文化等について学べる場
を提供する。 

⑤ 石川県 
輪島市 

1万 
3千人 

◼ 安心あそび場・運動スペース確保事業 
➢ 地域の身体を動かす場所として園庭を解放するととも
に、「あそび場指導員（園の保育士）による遊び方教
室を開催する。 

⑤ 熊本県 
八代市 

11万 
9千人 

◼ 耕作放棄地を活用した食育・食農 
➢ 園児や保護者、地域住民とともに、耕作放棄地を活用
し、小規模な畑を整備して野菜を育てる。 

⑤ 石川県 
穴水町 6千人 

◼ 仮設住宅の居住者や地域の方々との交流 
➢ 仮設住宅で一人暮らしをしている高齢者に対する昼食
の提供や、仮設住宅居住者等とともに芸術や文化に触
れる機会を提供する。 

⑤ 秋田県 
横手市 

7万 
9千人 

◼ 森林環境教育に係る学習会 
➢ 地元森林事業者や森林インストラクター、地域住民な
どを招へいし、山間部ならではの地域資源を活かした
「木」をテーマとした交流活動を実施する。 

⑤ 宮崎県 
小林市 4万人 

◼ 保育所を拠点とした防災講習事業 
➢ 避難時における乳幼児世帯の居場所としての役割を果
たすため、防災備品の充実を図るとともに、園児や保
護者、地域住民等とともに防災講習を行い、地域全体
で防災に対する意識の向上を図っていく。 
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